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第３章 計画の基本的な考え方 

１. 基本理念 

前計画では、社会情勢の変化や都市がかかえる諸課題に対応し、大阪が世界を代表する都市に成長

していくため、「市民が誇りに思い住みたいと思う都市であること」、「大阪に事業者が集まり、働きた

いと思う都市であること」、そして「大阪に魅力を感じ、訪れたいと思う都市であること」をめざして、

市民・事業者・行政それぞれが果たすべき役割を認識しながら、基本理念や将来像を共有してみどり

のまちづくりを推進してきました。 

こうした考え方は、市民一人ひとりのいきいきとした都市生活の実現をめざすとともに、大阪都市

圏の成長をけん引し、世界中の人々から「選ばれる」ような、高い都市格を備えた都市へと発展させ

ていく上で、これまで以上に重要性が高まっていると言えます。 

このことを踏まえ、本計画においても、前計画で掲げた基本理念「みどりの魅力あふれる大都市・

大阪～だれもが住みたい・働きたい・訪れたいと思う“みどりの都市”へ～」をめざし、この実現に

向けて引き続き取り組んでまいります。 

 

 
 

 

 

 

２. みどりの将来像 

（1） みどりの将来像 

基本理念の実現に向けては、第１章で整理したように、大阪市に住む・働く・訪れる私たちの生活がみ

どりにより豊かになる「一人ひとりが輝くみどりのまちづくり」の推進が求められます。その将来の姿を、

市民・事業者・行政といった多様な主体と共有するために、みどりの将来像を示します。 

前計画では、「“みどりの基盤”を構築するエリア」、「つなげていく“みどりのネットワーク”」、「“み

どりの骨格”を形成するエリア」、「“みどりの都市魅力”を創出するエリア」といった要素から将来像を

構成しています。これらは今後のみどりのまちづくりを中長期的に進める上での基本的な考え方である

ことから、本計画の将来像においても継続してこれらの要素を取り入れます。 

本計画では、これまで育んできた「みどり」のストックや多様な主体が築き上げてきたパートナーシ

ップを大切にしながら、大阪の顔となる場所や地域の拠点となる公園など、大阪の都市機能を支える拠

点エリアをはじめ、みどりが持つ多様な機能を最大限に発揮できるよう、市域のみどりの充実を図りま

す。 

基本理念 

みどりの魅力あふれる大都市・大阪 

～だれもが住みたい・働きたい・訪れたいと思う“みどりの都市”へ～ 
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また、多様な主体がそれぞれの目的やニーズ、役割に応じて、まちのみどりを柔軟に活用し、こう

した活動を介してみどりを中心としたコミュニティーの醸成につなげることで、大阪市に住む・働く・

訪れる人々が、心と身も健康で、充実した豊かな暮らしをおくることができる「一人ひとりが輝くみ

どりのまちづくり」Green Wellness Osaka の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その上で本計画では、各要素を平面図上に反映した「模式図」に加え、より市民・事業者・行政が一

体となったみどりのまちづくりを進めていくため、将来のまちを俯瞰した「イメージイラスト」と、人

とみどりの関わり方を表現した「みどりのまちづくりのシーン」を追加します。 

  

【みどりの基盤】 

人々の安全・安心や快適な住環境、生物の生息空間を創出し、豊

かな都市生活や生きがいづくりにも資するみどり。 

（対象とするみどり） 

市域全域 

【みどりのネットワーク】 

道路や河川、鉄道沿いにおいて、生物の移動空間や災害時の避難

路、風の通り道となるみどり。 

（対象とするみどり） 

街路樹、緑道、連続性のある民有地のみどり 

【みどりの骨格】 

大阪市の骨格を形成する自然資源であり、自然や歴史文化を感じ

ることができる貴重なみどり。 

（対象とするみどり） 

上町台地、河川（大川・中之島、淀川、大和川） 

【みどりの都市魅力】 

大阪の都市機能を支える拠点エリア内のみどりの創出や活用を通じ、 

大都市大阪の魅力を発揮することができるみどり。 

（対象とするみどり） 

拠点エリア・拠点をつなぐ路線（大阪市景観計画に定める重点届 

出区域及びまちなみ創造区域内の路線・万博開催に向け環境整備 

を実施した路線）の街路樹、拠点エリア内の民有地、近隣公園以 

上の都市公園のみどり 

 

■将来像を構成する要素 

■みどりの基盤の例 

■みどりのネットワークの例 

■みどりの骨格の例 

■みどりの都市魅力の例 



第３章 計画の基本的な考え方 

49 

① 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“みどりの基盤”を構築するエリア      

     市域全域 

  

“みどりの骨格”を形成するエリア      

     大川・中之島エリア／上町台地エリア 

     淀川エリア／大和川エリア 

  

 つなげていく“みどりのネットワーク”     

     みち みどりのネットワーク 

     みず みどりのネットワーク 

     鉄道 みどりのネットワーク 

 

 

  

  

“みどりの都市魅力”を創出するエリア      

     新大阪・大阪エリア／なんば・天王寺・あべのエリア  

     大阪城周辺エリア／中之島周辺エリア 

     御堂筋周辺エリア／夢洲・咲洲・舞洲エリア 

 

拠点をつなぐ路線 

 

     拠点となる都市公園等  
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②イメージイラスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市を支える健全で快適な「みどり」を“育み” 

まちの多様な「みどり」を“活かし” 

人と人が「みどり」で“つながる”ことで 

住む・働く・訪れる人々が 

心と身も健康で、充実した豊かな暮らしをおくることができる 

「一人ひとりが輝くみどりのまちづくり」 

Green Wellness Osakaの実現をめざします。   

50 51 

Green Wellness Osaka 
「一人ひとりが輝くみどりのまちづくり」 
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③みどりのまちづくりのシーン 

【「住む人」に身近なみどりのシーン】 

中小規模の都市公園や生活道路の街路樹、地域の寺社仏閣など、「住む人」に身近なみどりは、地域

における貴重な資源であり、市民協働の推進など、多様なステークホルダーによる活用・継承が求め

られます。子どもや子育て世代、高齢の方々などの幅広い年代の方々が、日常の様々な場面でみどり

との多種多様な関わり方を楽しむようなシーンを創出することで、一人ひとりの日々の暮らしにおけ

る充実感・生活の質（ＱОＬ）の向上や、地域の魅力向上・課題解決につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■「住む人」に身近なみどりのシーン例：地域に身近な都市公園（上：平日、下：休日） 

地域に活気が出てきたね 
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SNSで紹介されてた大クス！ 
やっぱり本物はすごいね！ 

日本の歴史を感じる！ 
来てよかった！ 

地域の人が手伝ってくれて、 
いつも助かってます 

■「住む人」に身近なみどりのシーン例： 寺社仏閣 

神社があるおかげでお店にも
人が来てくれるね 

感謝を込めて、掃除くらいはしなきゃね 

先祖代々受け継いできた地域の森、 
これからもみんなで守っていこう！ 

こんなまちなかでも、身近なところにい
ろいろな植物や動物がいるんだよ 

家の近くにこんな自然があるなんて
知らなかった！また遊びに来たい！ 

小さいころからここにある、
愛着がある緑だからね 

森の間伐材を使ったクラフトグッズ、
収入は森の手入れに使ってます 
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【「働く人・訪れる人」を惹きつけるみどりのシーン】 

将来像に掲げる「“みどりの都市魅力”を創出するエリア」では、市民だけでなく国内外から大阪市を

訪れた人が、豊かな緑陰や季節の彩りを感じ、国際都市・大阪の魅力を実感できることが重要です。多

様かつ高質なみどりが都市格を高め、都市生活を彩る様々なシーンを創出することで、企業や来訪者に

「選ばれる」都市をめざします。 

■「働く人・訪れる人」を惹きつけるみどりのシーン例：幹線道路と沿道の空間 

 

■「働く人・訪れる人」を惹きつけるみどりのシーン例：河川のみどり  

まちがきれいだから、職場にも 
みどりを置いてみよう！ 

おしゃれで気持ちの良い 
オープンカフェだね 

 

このまちで働いている僕たちが 
みどりの手入れをしているんです 

That's amazing ! 

紅葉と花だんが素敵！ 
みんなに教えよう！ 

ビル街でも木陰が
あると涼しいね。 

水辺には意外と 
生物もたくさんいるんだね 

大阪のど真ん中、素敵なみどりの中で 
歌えて気持ち良い🎵 

みんな、思い思いに過ごしてて 
楽しそうだね。 

ごみ集めもみんなでやれば 
楽しめるね 

そこの花だん、○○銀行さんと
一緒にお世話してるんだよ 

木陰で食べよっと！ 

みどりはきれいだし便利だし、 
このまちで働いててよかった！ 

川からみると水辺と緑の組み合わせが
とてもきれい！ 

みどりの多い 
気持ちのいいまちだね 

みどりも素敵な自慢の公園なので、 
ゆっくり楽しんでいってくださいね 

素敵な花だん、遠くから来た 
甲斐があったわね！ 
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３. 基本方針 

みどりの将来像の実現をめざすためには、みどりそのものが持つ多様な機能を最大限に高めるととも

に、それらを一人ひとりの豊かな都市生活につなげていくことが重要です。 

そのためには、多様なみどりの創出や保全・機能向上を図る「みどりを“育む”」視点と、暮らしの充

実や地域の課題解決などに「みどりを“活かす”」視点が求められます。さらに、みどりを“育む・活か

す”取組などを通して、みどりと人のつながり、ひいては「人と人が“つながる”」ことが期待されます。

これらの“育む・活かす・つながる”取組が持続的に展開されることで、「みどりへの興味・関心」が高

まり、それが推進力となって「みどりの満足度向上に向けた好循環」が生まれ、「一人ひとりが輝くみど

りのまちづくり」が推進されることをめざします。 

このことから本計画では、「みどりを“育む”」「みどりを“活かす”」「人と人が“つながる”」という

３つの視点から、以下のとおり基本方針を設定します。 

  

 

 

 

 

 

都市の中で求められる多様なみどりを確保しながら、緑が持つ機能を最大限に発揮できるよう、 

公園や道路をはじめとする都市内の樹木を丁寧に育成し、都市を支える健全で快適なみどりを育む。 

 

 

まちの価値向上（暮らしの充実、地域の活性化など）が図られるよう、産・官・学・民がそれぞれの

目的やニーズに応じて、まちの多様なみどりを自由な発想で柔軟に活用する。 

 

 

一人ひとりの豊かな都市生活（住む、働く、訪れる）の実現に向け、みどりを“育む・活かす” 

取組を通して、人々が集い交流し、みどりを中心としたコミュニティ醸成につなげていく。 

【基本方針①】都市を支える健全で快適な「みどり」を“育む” 

【基本方針②】まちの多様な「みどり」を“活かす” 

【基本方針③】人と人が「みどり」で“つながる” 

■「一人ひとりが輝くみどりのまちづくり」の推進に向けたスパイラルアップのイメージ 

Green Wellness Osaka 
「一人ひとりが輝くみどりのまちづくり」 

育む 
活かす 

つながる 

みどりへの興味・関心 

興味・関心が住む・働く・ 

訪れる人を呼び込む推進力になる 

満足度向上に向けた好循環 

一人ひとりのアクションがみどりの

質を高め、みどりの満足度向上に 

向けた好循環が生まれる 
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基本方針① 都市を支える健全で快適な「みどり」を“育む” 

都市におけるみどりは、都市災害の軽減や自然環境の形成、都市環境の改善など、多様な機能を有

しています。近年では「グリーンインフラ」の概念が広がりを見せており、それらの機能を都市課題

の解決に活用するような動きが国内外において見られます。そのため、高度に都市化された大阪市に

おいても、さまざまな社会課題に対応するため、みどりが持つ多様な機能を最大化させる必要があり

ます。 

これまで大阪市では、緑化百年宣言や、花と緑のまちづくり宣言等を契機として、みどりの量的・

質的な向上を図る取組を進めてきました。既に、高度に都市化の進んだ大阪市では、今後も都市を支

えるみどりの創出は必要となりますが、公園緑地やオープンスペース等を整備する空間が限られるこ

とから、建築物の屋上・壁面に加え、中低層階や屋内などの様々な空間において、多様なみどりを創

出することが重要になっています。 

また、近年では、高度成長期に整備した樹木の大木化や老木

化、公園施設の老朽化など、これまで蓄積してきたみどりのス

トックを健全に維持する上での課題が顕在化しています。その

ため、街路樹・公園樹については、市内全域において、計画的

な維持管理による健全な樹木の保全育成を行うとともに、「“み

どりの都市魅力”を創出するエリア」を対象に、美しい樹形と

豊かな緑陰を形成し、景観や快適性の向上を図ります。また、

都市公園をはじめとしたみどり空間においても、多様化するニ

ーズを踏まえた快適性の向上を図るなど、健全で快適なみどり

の保全と機能向上を推進していきます。 

  

【基本方針①】 都市を支える健全で快適な「みどり」を“育む” 

■健全で活力ある樹木の保全育成 

〈様々な空間を活用したみどり〉 

都市公園や街路樹といったグラウンドレベルのみどりは、都市生活の中でよく目にする身近な存

在ですが、屋上緑化や壁面緑化によって生み出されるみどりも、都市の環境改善や生き物の生息・

生育・移動空間の形成を図る上で重要なみどりです。 

また、近年では、中低層階や屋内の公共空間といった、比較的視認性の高い空間での緑化事例も

多く見られるようになりました。建築物に緑や水といった自然的な要素を取り入れた「バイオフィ

リックデザイン」が注目されている中、今後は民有地・公有地を問わず、様々な空間を活用した緑

化の取組が求められます。 

 

みどりのコラム 

■大阪市内における屋内緑化の
事例（HERBIS PLAZA） 

■国内における中低層階・屋内緑化の事例 

（左：WITH HARAJUKU（東京都渋谷区）、 
右：JR熊本駅ビル（熊本市））【出典 29】 
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基本方針② まちの多様な「みどり」を“活かす” 

人口減少・少子高齢化や都市間競争の激化、まちづくり活動の広

がりなどを背景に、住む・働く・訪れる人それぞれの生活圏として

の「まち」では、暮らしの充実や地域の課題解決、都市のブラン

ド・資産価値向上などがこれまで以上に求められています。そのた

め、みどりのまちづくりにおいても、育んだみどりをまちの価値向

上に活かす視点が求められます。 

大阪市では、例えば官民連携による大規模公園の魅力向上や、み

んなで公園活用事業（パークファン事業）といった、市民・事業者

によるみどりの活用を積極的に進めてきました。 

今後もこれらの取組を継承・発展させることで、より多様な主体

が、それぞれの目的やニーズ、役割に応じて、まちのみどりを柔軟

に活用していきます。 

また、それぞれのまちで生活・活動する人々が、みどりを主体的

にマネジメントすることで、まちの価値向上につなげていきます。 

 

基本方針③ 人と人が「みどり」で “つながる” 

近年、地域コミュニティの希薄化が進む社会において、

Well-being など個人の幸福感や生きがいに対する関心が高

まりを見せる中、一人ひとりの豊かな都市生活を実現させ

る上で、人と人とのつながりはこれまで以上に重要視され

ています。特にコロナ禍を契機として、オープンスペース

を含むみどりはその重要性が再認識されており、みどりと

の関わりをきっかけに、人々が集い、新たな交流が生まれ

ることも期待されます。 

そのため、みどりに対する興味・関心や、みどりを“育

む”・“活かす”活動などを介して、コミュニケーションや

交流を図ることで、みどりを中心としたコミュニティを醸

成し、ひいては一人ひとりの豊かな都市生活の実現につな

げていきます。 

  

【基本方針②】まちの多様な「みどり」を“活かす” 

【基本方針③】人と人が「みどり」で“つながる” 

■パークファン事業による 
公園の活用 

■相互のコミュニケーションが 
可能な SNSの活用 
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４. みどりのまちづくり指標 

（1） みどりのまちづくり指標の考え方 

前計画では、みどりのまちづくりを進めていくにあたり、「成果指標」「達成指標」「共有指標」の３つ

の指標をみどりのまちづくり指標として設定しました。本計画においても、みどりのまちづくりの成果

や進捗状況を総合的な視点から確認する必要があるため、これら３つの指標については引き続き設定し

ます。その上で、第５章に記載する「リーディングプロジェクト」でめざすアウトプットを定めた「LP

指標」を取組ごとに新たに設定し、これらの指標を活用しながら“育む・活かす・つながる”取組の進

捗管理や評価を行っていきます。 

 

種類 

（ページ） 
内容 項目 基準値 目標値 

関係する基本方針 

育む 活かす つながる 

成果指標 

（58～59） 

みどりのまちづくりの

成果としてめざす指標 

身近なみどりの 

満足度 
37.1％ 50％ ● ● ● 

みどりが増えた 

と感じる人の 

割合 

24.3％ 33％ ● ●  

身近な公園の 

利用頻度 
38.0％ 45％ ● ● ● 

達成指標 

（60～61） 

みどりのまちづくりの

中で行政がめざす量的

目標値となる指標 

緑被率 10.7％ 現状以上 ●   

都市公園の市民 

一人あたり面積 
3.5 ㎡/人 3.7 ㎡/人 ●   

共有指標 

（61～70） 

みどりのまちづくりの

進捗を把握する尺度と

して、緑化の意識啓発

につなげるための指標 

緑視率 
各地点で 

測定 
－ ●   

地域に身近な 

都市公園の利用 

状況 

地区公園と 

近隣公園で 

測定 

－ ● ● ● 

LP 指標 

（107～123） 

リーディングプロジェ

クトでめざすアウトプ

ットを示した指標 

第５章参照 ● ● ● 

■みどりのまちづくり指標の一覧 
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（2） 成果指標 

成果指標は、みどりのまちづくりの成果としてめざす目標値を示した指標であり、前計画と同様、「身

近なみどりの満足度」「みどりが増えたと感じる人の割合」「身近な公園の利用頻度」を設定します。な

お、基準値及び目標値は、市民アンケート調査の結果を基に設定します。 

また、身近なみどりの満足度を高める上では、みどりに少しでも関心を持っていただくことが重要と

考えられるため、「みどりへの関心度」についても経年変化を調査します。なお、みどりへの関心度は、

大阪市におけるみどりのまちづくりの取組状況だけでなく、国内外の社会情勢の変化なども影響しうる

ため、目標値は設定せず、成果指標の分析を補強する参考データとして取り扱うこととします。 

 

①身近なみどりの満足度 

身近なみどりの満足度については、他都市の類似事例における実績値を踏まえ、本市においてもまず

は同水準にまで引き上げることをめざし、50％（２人に１人）を目標値として設定します。 

指標項目 
基準値 

（令和６年度末） 
目標値 

（令和 17 年度末） 

①身近なみどりの満足度 37.1％ 
50％ 

（２人に１人） 

■「身近なみどりの満足度」の基準値・目標値 

 

都市名 調査年度 調査項目 調査結果 

横浜市 2023（令和５） 
横浜市の緑の環境について、あなたはどの

程度満足していますか 

54.4％ 

（「満足」「やや満足」の割合） 

川崎市 2020（令和２） 市民の緑の満足度 42.2％ 

名古屋市 2018（平成 30） 
あなたは、お住まいの近くの「緑」につい

て満足していますか 

49.3％ 

（「満足」「どちらかといえば 

満足」の割合） 

堺市 2021（令和３） 
堺市は樹木などのまちの緑の豊かさ（多

さ）に満足できるまちだと思いますか 
48.0％ 

■（参考）類似の手法・設問で調査している政令指定都市の事例【出典 30～33】 

 

②みどりが増えたと感じる人の割合 

2024（令和６）年に実施した市民アンケート調査によると、みどりの関心度が高いグループでは、

みどりが増えたと感じる人の割合が約 30～40％と比較的高いことがわかりました。この結果を踏ま

え、みどりが増えたと感じる人の割合の目標値は 33％（３人に１人）と設定し、みどりを創出する取

組に加えて、みどりへの関心度を高める取組を行うことで、目標値の達成をめざします。 

指標項目 
基準値 

（令和６年度末） 
目標値 

（令和 17 年度末） 

②みどりが増えたと感じる人の割合 24.3％ 
33％ 

（3 人に１人） 

■「みどりが増えたと感じる人の割合」の基準値・目標値 
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■（参考）「みどりが増えたと感じる人の割合」と「みどりへの関心度」の関係（2024（令和６）年） 

 

③身近な公園の利用頻度（月に１回以上公園を利用する人の割合） 

身近な公園の利用頻度について、前計画では「週に１回以上公園を利用する人の割合」を指標として

いましたが、前述した 2024（令和６）年の市民アンケート調査結果（39 ページ）によると、公園を

まったく利用しない人に比べて、少しでも利用している人の方が、身近な緑の満足度が高い傾向にある

ことがわかりました。このことを踏まえ、公園を少しでも利用する人を増やしていくために、「月に１回

以上公園を利用する人の割合」を指標とします。 

目標値については、現状で利用頻度の低いグループをターゲットとして、利用頻度を段階的に引き上

げていくことをめざし、45％を目標値として設定します。 

指標項目 
基準値 

（令和６年度末） 
目標値 

（令和 17 年度末） 

③身近な公園の利用頻度 

（月に１回以上公園を利用する人の割合） 
38.0％ 45％ 

■「身近な公園の利用頻度」の基準値・目標値 

 

 

 

 

 

 

■（参考）「身近な公園の利用頻度」の調査結果（2024（令和６）年） 

 

④（参考）みどりへの関心度 

みどりへの関心度は、成果指標の分析を補強する参考データとして取り扱うこととします。 

指標項目 
基準値 

（令和６年度末） 
目標値 

（令和１７年度末） 

④（参考）みどりへの関心度 55.7％ 
参考データのため 

設定しない 

■「みどりの関心度」の基準値 

4.6 

13.0 

2.3 

0.8 

2.2 

3.8 

19.7 

25.0 

27.3 

6.2 

17.9 

6.9 

35.3 

26.9 

33.1 

32.6 

38.6 

53.1 

13.1 

14.4 

13.5 

12.4 

17.9 

3.8 

10.8 

11.1 

12.3 

10.1 

10.3 

7.7 

16.5 

9.7 

11.4 

38.0 

13.0 

24.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体n=(1000)

関心があるn=(216)

少し関心があるn=(341)

どちらともいえないn=(129)

あまり関心がないn=(184)

関心がないn=(130)

増えた やや増えた 変わらない やや減った 減った わからない
〈市内全体の緑〉

4.2 6.2 10.0 9.7 7.9 3.6 5.2 19.8 33.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身近にある小さな公園

ほとんど毎日 週に２～３回

週に１回 月に２～３回

月に１回 ２か月に１回程度（年６回～１０回程度）

四半期に１回程度（年３～５回程度） ほとんど利用しない（年１～２回程度）

まったく利用しない

（参考）身近な公園の利用頻度（令和６年度）

n=1,000（単数回答）

みどりへの関心度が高いグループでは、
みどりが増えたと感じる人の割合が 
約 30～40％（３人に１人程度） 

年に数回公園を利用するグループ
が、月に１回以上利用することを 
めざし、45％を目標値とする 
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（3） 達成指標 

達成指標は、みどりのまちづくりの中で行政が目指す量的な目標値となる指標であり、前計画と同様、

「緑被率」と「都市公園の市民一人あたり面積」を設定します。なお、共有指標は概ね３年ごとに測定・

公表することとします。 

 

①緑被率 

緑被率は、樹冠の投影面積からなる樹木・樹林に加え、芝生地等も含めた都市の緑全体を捉えた指標

であり、市域面積に占める緑被面積の割合から算定します。なお、緑被率の数値は、解析に使用する衛

星画像の精度や分解能、撮影時期をはじめとする調査手法などの影響によっても変動し得るため、あく

まで市域の緑被の概況を示す指標として取り扱います。 

基準値は 2024（令和６）年の調査結果に基づき、10.7％と設定します。目標値については、下記

の「緑被率の考え方」に基づき、「現状以上」をめざすこととします。 

指標項目 
基準値 

（令和６年度末） 
目標値 

（令和 17 年度末） 

①緑被率 10.7％ 現状以上 

■「緑被率」の基準値・目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市域面積が約 225km２ある大阪市において、例えば緑被率を 0.1％高めるためには、22.5ha

の緑被面積の増加が必要となります。この前提を踏まえ、次の３種類のみどりで見込まれる緑被

の増加について整理しました。 

【既存の街路樹・公園樹】 

樹木の剪定管理と適正配置を行うことで、全体としての緑被面積は概ね維持させながら、１本

あたりの樹冠投影面積を増加させる取組（LP【(2)-A】「市域全域における街路樹・公園樹の計画

的な保全育成」）を実施する予定です。この場合、緑被率の観点では大きな増減は無いと見込まれ

ます。 

【新たな都市公園】 

本計画期間では約 22ha の整備を目標としていますが、本市の標準的な都市公園における緑

被率は約 50％であることから、緑被面積としては約 11ha の増加が見込まれます。これを緑被

率に換算すると、約 0.05％の増加となります。 

【民間緑地】 

民有地における緑化誘導の取組（LP【(1)-B】開発に合わせた民有地緑化の推進）は今後検討・

実施していく予定ですが、民有地における緑化は、基本的には条例等に定める緑化率に基づいて

行われており、緑化率の改定を行わない限り、今後の開発等においても同規模での緑化が行われ

ると想定されます。そのため、緑被の増加を定量的に推計することは、現時点において難しい状

況にあります。 

上記を踏まえると、本計画期間における緑被率の増加は約 0.05％と見込まれ、数値目標とし

て設定するほどの大きな増加を見込むことは難しいことから、目標値は「現状以上」と設定して

います。 

■緑被率の考え方 
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②都市公園の市民一人あたり面積 

都市公園の市民一人あたり面積は、2014（平成 26）年度末から 2024（令和６）年度末までの過

去 10 年間での整備実績（約 1.6ha/年）を踏まえ、現状以上のスピード（約 2.3ha/年）での都市公園

整備をめざすこととし、目標値を 3.7 ㎡/人として設定します。 

指標項目 
基準値 

（令和６年度末） 
目標値 

（令和１７年度末） 

②都市公園の市民一人あたり面積※ 

（【】内は総面積） 

3.5 ㎡/人 

【約 967ha】 

3.7 ㎡/人 

【約 990ha】 

※ 国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来推計人口」（令和５（2023）年推計）【出典34】から試算したもの 

■「都市公園の市民一人あたり面積」の基準値・目標値 

 

（4） 共有指標 

共有指標は、みどりのまちづくりの進捗を把握する尺度として、緑化の意識啓発につなげるための指

標です。前計画では、ある視点場における視野内に占める緑の量の割合を示した「緑視率」を共有指標

として設定していましたが、本計画では緑そのものだけでなく、人とみどりの関わり方についても、わ

かりやすい尺度で変化を捉え共有する必要があります。そのため「緑視率」に加えて、人流データに基

づく「地域に身近な都市公園の利用状況」を共有指標として新たに追加します。 

 

①緑視率 

緑視率の測定場所は、前計画と同様、大阪の顔となる場所や、多くの人が集まり緑を認識しやすい場

所などを対象に設定します。具体的には、緑化重点地区内の主要な地点として、前計画で設定した８地

点に加え、新たに５地点を設定し、概ね３年ごとに測定・公表することとします。 

なお、「LP【(1)-A】多くの人に認識される街路樹・公園樹の景観・快適性向上」の取組では、「“みど

りの都市魅力”を創出するエリア」における街路樹・公園樹のうち、主要な路線及び都市公園を対象と

して別途緑視率を測定し、LP 指標として活用します。 

測定場所 基準値※ 

継続 

うめきた１期 39％ 

大阪駅前（北） 19％ 

淀屋橋 20％ 

大阪城公園駅前 21％ 

御堂筋① 35％ 

御堂筋② 47％ 

難波駅前 11％ 

阿倍野歩道橋  1％ 

追加 

うめきた２期 〇％ 

大阪駅前（南） 〇％ 

新大阪駅前 〇％ 

大阪城東部 〇％ 

夢洲 〇％ 

※ 継続の８地点は 2024（令和６）年７月の測定結果、追加の５地点は 2025（令和７）年７月頃に測定予定 

■「緑視率」の測定場所と基準値 

うめきた１期 

新大阪駅前 

大阪駅前（北） 

大阪駅前（南） 

うめきた２期 

大阪城公園駅前 

大阪城東部 

淀屋橋 

御堂筋① 

御堂筋② 

難波駅前 

阿倍野歩道橋 

夢洲 
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（例１）施設の出入口 

各測定場所において、撮影地点と複数の撮影方向を設定し、撮影した各写真に写る緑の割合を

平均した値を、その測定場所の緑視率とします。撮影地点と撮影方向は、評価の対象としたい緑

を写真に納められるように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緑視率の測定方法例 

■緑視率の測定方法 

駅等の施設の出入口から３方向を
撮影 

歩
道

歩
道

車
道

（例２）道路（歩道） 

両側に歩道がある場合には、測定
場所１箇所あたり撮影地点を２地
点設定し、それぞれの撮影地点か
ら３方向を撮影 

（例３）道路（歩道橋） 

歩道橋の上から、各道路の方向を撮影 

施設
撮影地点 

撮影方向 
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■うめきた１期（39％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪駅前（北）（19％） 

 

  

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

３（27.9％） 

１（37.4％） ２（45.6％） 

４（33.2％） 

５（53.6％） ６（39.1％） 

1 
3 

2 
4 

5 

6 

JR 

大阪駅 

３（23.7％） 

１（25.1％） ２（9.1％） 

1 

3 
2 

JR 
大阪駅 
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■淀屋橋（20％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪城公園駅前（21％） 

  

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

３（9.0％） 

１（22.8％） ２（21.2％） 

４（17.7％） 

５（38.5％） ６（8.9％） 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

大阪市役所 
本庁 中央 

公会堂 

1 

3 

2 

JR大阪城 
公園駅 

大
阪
城
公
園 

３（29.5％） 

１（21.3％） ２（11.2％） 
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■御堂筋①（35％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■御堂筋②（47％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

御
堂
筋 

淀
屋
橋
駅 

３（38.4％） 

１（28.4％） ２（43.3％） 

４（25.1％） 

５（46.7％） ６（28.0％） 

御
堂
筋 
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3 

2 

4 

5 

6 

中央大通 本町駅 

３（46.0％） 

１（52.1％） ２（48.6％） 

４（33.2％） 

５（50.4％） ６（54.6％） 
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■難波駅前（11％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■阿部野歩道橋（1％） 

 

  

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

３（12.6％） 

１（1.4％） ２（20.4％） 

南海なんば駅 

1 
3 

2 

御
堂
筋 

千日前通 

３（0.4％） 

１（2.2％） ２（0.1％） 

４（2.4％） 

天王寺駅 

天王寺公園 

1 

3 

2 

4 
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■うめきた２期（〇％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪駅前（南）（〇％） 

  

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

JR大阪駅 

うめきた公園 

1 

2 

１（〇％） ２（〇％） 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

３（○％） 

１（〇％） ２（〇％） 

４（○％） 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

JR 

大阪駅 

1 

3 2 

4 
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■新大阪駅前（〇％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪城東部（〇％） 

  

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

３（○％） 

１（〇％） ２（〇％） 

４（○％） 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

JR 
新大阪駅 

1 

2 
3 

4 

新
御
堂
筋 歌島豊里線 

３（○％） 

１（〇％） ２（〇％） 

４（○％） 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

5（○％） 6（○％） 

JR大阪城 
公園駅 

大
阪
城
公
園 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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■夢洲（〇％） 

 

  

※ 地図は 2023（令和５）年１月時点のもので 
あるため、現状と異なる場合がある。 

３（○％） 

１（〇％） ２（〇％） 

４（○％） 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

７月頃 

測定予定 

1 

2 

3 

4 
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②地域に身近な都市公園の利用状況 

地域に身近な都市公園の利用状況については、スマートフォンの所持者を対象に調査した人流データ

から、地区公園及び近隣公園における平均利用者数及び平均滞在時間を推計します。 

なお、平均利用者数及び平均滞在時間は、スマートフォンの所持者を対象に推計していることから、

スマートフォンを所持していない利用者の情報は反映されません。そのため、利用者数は実際よりも過

少となる傾向にあり、また滞在時間も実際とは異なります。このことを踏まえ、本指標はあくまで都市

公園の利用に関する傾向・ポテンシャルを示したデータとして取り扱うこととします。 

公園種別 
推計平均利用者数（1 日あたり）※ 

推計平均滞在時間※ 
総数 1 公園あたり 

地区公園 約 8,400 人 約 310 人 約 20 分 

近隣公園 約 10,500 人 約 140 人 約 20 分 

※ 2022（令和４）年調査結果 

■「地域に身近な都市公園の利用状況」の基準値 

都市公園にはその設置目的などにより、いくつかの種類があります。例えば「住区基幹公園」

は、主に居住者の利用に供することを目的とした公園で、下記のとおり「街区公園」「近隣公園」

「地区公園」といった種別に細分化されます。また「都市基幹公園」は、都市住民全般の利用に

供することを目的とした公園で、種別としては「総合公園」と「運動公園」に分類されます。そ

の他にも、「大規模公園」や「緩衝緑地等」などといった種類があります。 

種類 種別 内容 大阪市営公園の数※ 

住区基幹

公園 

街区公園 

主として街区内に居住する者の利用に供するこ

と を 目 的 と す る 公 園 で １ 箇 所 当 た り 面 積

0.25ha を標準として配置する。 

859 

近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供すること

を目的とする公園で１箇所当たり面積２ha を

標準として配置する。 

76 

地区公園 

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供する

ことを目的とする公園で１箇所当たり面積４

ha を標準として配置する。 

27 

都市基幹

公園 

総合公園 

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等

総合的な利用に供することを目的とする公園で

都市規模に応じ１箇所当たり面積 10～50ha

を標準として配置する。 

８ 

運動公園 

都市住民全般の主として運動の用に供すること

を目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当た

り面積 15～75ha を標準として配置する。 

１ 

※ 2025（令和 7）年４月１日現在 

■都市公園の種類（住区基幹公園・都市基幹公園のみ抜粋）【出典 35】 

■都市公園の種類 
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第４章 みどりのまちづくりに向けた取組 

１. 取組の体系 

基本理念やみどりの将来像を実現させるためには、行政のみならず、民間の企業・法人や市民などが

互いに連携しながら、様々な取組を主体的に進めていく必要があります。ここでは、前章で整理した基

本方針に沿って、みどりのまちづくりに向けた取組について整理します。 

基本方針①の「都市を支える健全で快適な『みどり』を“育む”」については、今あるみどりの保全・

機能向上を図りつつ、多様なみどりを新たに創出する取組が求められることから、「みどりの持続的な

保全と機能向上」と「多様なみどりの創出」に関する取組を設定します。 

基本方針②の「まちの多様な『みどり』を“活かす”」については、様々なみどり空間を使いこなす観

点と、エリアやみどりの特性を踏まえた活用・運営を展開するマネジメントの観点が求められることか

ら、「柔軟なみどりの活用」と「エリアやみどりの特性に応じたマネジメント」に関する取組を設定しま

す。 

基本方針③の「人と人が『みどり』で“つながる”」については、「みどりを介した人と人のつながり

の醸成」を図る取組を設定します。また、みどりを介したつながりを生み出すためには、まずは人とみ

どりのつながりを強める取組が求められ、各基本方針に基づく個別取組を一体的に推進する上でも重要

であることから、そのための取組として「みどりに関する情報・価値の共有と発信」を設定します。 

 

基本方針① 都市を支える健全で快適な「みどり」を“育む” ページ 

（1）みどりの持続的な保全と機能向上 

 
【既存のみどりの適切な管理と機能向上】 72～73 

【大阪の個性を特徴づけるみどりの保全】 74 

（2）多様なみどりの創出 

  
【都市の基盤となるオープンスペースの創出】 75 

【多様な都市空間を活用した緑化の推進】 76 

基本方針② まちの多様な「みどり」を“活かす” ページ 

（３）柔軟なみどりの活用 

   【みどり空間における幅広い活用の促進】 77 

（４）エリアやみどりの特性を踏まえたマネジメント 

  【みどりの波及効果を高める活用・運営】 78 

基本方針③ 人と人が「みどり」で“つながる” ページ 

（５）みどりを介した人と人のつながりの醸成 

   【みどりに対する多様な関わり方の拡大】 79 

（６）みどりに関する情報・価値の共有と発信 〈それぞれの個別取組を一体的に推進するための取組〉 

  
【みどりに関する多様な情報の共有・発信】 80 

【みどりの価値の見える化】 81 
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２. 個別取組 

（1） みどりの持続的な保全と機能向上 

 

 

 

 

 

［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

  

 

●健全で活力ある樹木の保全育成 

街路樹・公園樹は、環境保全への貢献などにより市民生活を支える重要な都市インフラ

であり、豊かな緑陰を形成することは、都市の景観・快適性向上や、都市格を高めること

にも寄与します。 

これらの樹木を健全で活力あるものにするために、街路樹・公園樹マネジメント戦略を

策定し、市内全域における街路樹・公園樹の計画的な保全育成【LP】を推進するとともに、

「“みどりの都市魅力”を創出するエリア」における街路樹・公園樹を対象に、美しい樹形

と豊かな緑陰を形成し、多くの人に認識される街路樹・公園樹の景観・快適性向上【LP】を

図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「“みどりの都市魅力”を創出するエリア」の街路樹（左）と公園樹（右）の対象 

街路樹・公園樹や都市公園など、これまでに蓄積してきたみどりのストックの老朽化などに伴

い、それらの機能が十分に発揮されていない状況にあります。社会課題の解決や多様なニーズへの

対応といった観点も踏まえ、みどりのストックが持つ機能を最大限に発揮できるように、計画的な

維持管理や更新による機能向上を図っていきます。 

 

【既存のみどりの適切な管理と機能向上】 

市民等 民間の企業・法人 行政 
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［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

  

 

●安全・安心で魅力的なみどり空間の管理と機能向上 

都市公園や港湾緑地、生産緑地、民有地におけるオープン

スペースなど、これまでに官民で確保してきたみどり空間に

おいては、公園愛護会をはじめとした多様な主体との連携を

図りながら、だれもが安全・安心できる場として引き続き適

切な維持管理を進めていきます。 

また、公園施設の更新時期や地域の特性などに応じて、都市型洪水による被害の軽減を

図る雨水貯留浸透機能の向上や、利用者の意見を反映した都市公園の魅力向上【LP】など、

みどり空間が有する機能をさらに高めるリニューアルなども推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

■都市公園における雨水貯留浸透施設の整備事例 

■公園愛護会による活動 

市民等 民間の企業・法人 行政 
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［具体事業例］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大和川や淀川、大川といった河川、上町台地の斜面地に残る樹林地は、大阪の歴史・文化を感じ

られる貴重なみどりであり、生態系ネットワークの拠点となりうる自然環境を形成しています。こ

れらのみどりの価値を多様なステークホルダーで共有し、歴史・文化や自然を感じることができる

みどりの保全に、市民・事業者・行政が一体となって取り組みます。 

■上町台地の斜面に残る 
樹木・樹林 

■多様な生き物を育むワンド 
（城北ワンド群）【出典 37】 

■加賀屋緑地【出典 36】 

【大阪の個性を特徴づけるみどりの保全】 

 

●大阪の歴史・文化を感じられるみどりの保全 

上町台地に残存する斜面地の樹木・樹林や、特別緑地保全

地区にしている加賀屋緑地など、寺社・仏閣や歴史的建造物

などとともに存在するみどりは、大阪の歴史・文化を感じら

れる貴重な地域資源となっています。そのため行政としては、

保存樹・保存樹林の指定や補助、景観計画や風致地区の指定

に基づく規制誘導、貴重なみどりに関する情報発信などによ

り、保全に向けた取組を推進します。また、地域の特性に応

じた多様なステークホルダーが主体となり、日常的な維持管

理やそのサポートを進めます。 

●生態系ネットワークの拠点となりうる自然環境の保全 

寺社・仏閣とともに存在するみどりや、大規模な都市公園な

どは、生態系ネットワークの拠点となりうる自然環境を形成し

ています。これらのみどりについて、上記の取組と同様に、多

様なステークホルダーによる保全や意識啓発を推進します。 

行政 市民等 民間の企業・法人 

■上町台地の斜面に残る 
樹木・樹林 

■加賀屋緑地【出典 36】 

■多様な生き物を育むワンド 
（城北ワンド群）【出典 37】 

 

●広大で豊かな自然環境との共生 

淀川や大和川は、ワンドや河川敷の草地などが多様な生き

物の生息・生育の場であるとともに、市民にとっても広大で

豊かな自然を感じられる貴重な河川空間となっています。ヒ

ートアイランド現象の緩和にもつながる河川空間の保全や、

自然環境保全の重要性に関する市民への情報発信などについ

て、国や大阪府と連携しながら進めます。 

行政 

■多様な生き物を育むワンド 
（城北ワンド群）【出典 37】 
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（2） 多様なみどりの創出 

 

 

 

 

［具体事業例］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市におけるみどりのオープンスペースは、災害時の避難場所のほか、休養・休息や健康増進、

子育て、にぎわいづくりなど多様な機能を持つ都市生活の基盤となる重要な空間です。高度に都市

化された大阪市では、官民が多様な手法を活用しながら、限られた都市空間の中に貴重なみどりの

オープンスペースを引き続き創出していきます。 

 

●民間開発によるみどりのオープンスペースの創出 

高度に都市化された大阪市では、民間開発に合わせてみ

どりのオープンスペースを創出することも有効です。開発

許可制度や総合設計制度なども活用しながら、民有地にお

けるみどりのオープンスペースも確保していきます。 

■総合設計制度による公開空地 
（新ダイビル 堂島の杜）【出典 38】 

【都市の基盤となるみどりのオープンスペースの創出】 

 

●みどりの拠点となる都市公園の整備 

大規模な都市公園は、災害時における避難場所となるほ

か、雨水の流出抑制による都市型洪水の軽減、豊かな自然

環境・生物多様性の確保、暑熱環境の改善、大都市・大阪

としての魅力向上など、多様な機能を有します。そのため、

今後も都市におけるみどりの拠点となる大規模な都市公園

の整備を、まちづくりと連動しながら計画的に進めます。 

●地域に身近な都市公園の整備 

中小規模の都市公園は、大規模な都市公園と同様、防災や自然環境、都市環境などの面

で多様な機能を有するほか、地域における子育てや健康増進、地域コミュニティの醸成な

ど、地域住民の日常生活により密接した役割を担います。今後も地域住民の暮らしを支え

る身近な中小規模の都市公園の整備についても計画的に進めます。 

行政 

■うめきた公園 
（2024（令和６）年 11月時点） 

民間の企業・法人 行政 
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［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市の環境改善や生き物の生息・生育・移動空間となるようなみどりづくり、実感できるみどり

づくりなどを進める上では、みどりのオープンスペースを確保する取組に加え、屋上や壁面、中低

層階、屋内など、高度に都市化された空間を最大限に活用した緑化が求められます。そのため、公

有地・民有地を問わず、空間の特性などに応じた様々な緑化を推進していきます。 

 

●公共施設における緑化の推進 

都市公園や道路、庁舎、学校などの公共施設は、市民をは

じめとした多くの人が集まる場所であることから、みどりの

実感につながる緑化が求められます。今後も「種から育てる

地域の花づくり」事業などを通じ、地域住民などとの協働を

推進しながら、公共施設の緑化を引き続き進めていきます。 

●民間開発による緑化の推進 

大阪市みどりのまちづくり条例や各種要綱などに基づき、

民有地における緑化を引き続き推進していきます。また、大

阪府による表彰制度や、国により新設された優良緑地確保計

画認定制度なども活用しながら、開発に合わせた民有地緑化

の推進【LP】にも取り組んでいきます。 

 

 

●市民が主体となった緑化の推進 

緑化樹の配付事業（地域緑化推進事業）を活用した地域団

体による緑化など、市民が主体となった緑化を推進していき

ます。また、花と緑についてより専門的な知識を持ち、地域

で率先して緑化活動を行うグリーンコーディネーターの育

成・認定を引き続き進め、グリーンコーディネーターを中心

とした緑化活動や普及啓発の取組を実施していきます。 

■「種から育てる地域の 
花づくり」事業による緑化 

■民間事業者による緑化 
（新梅田シティ「新・里山」）【出典 39】 

■グリーンコーディネーターに 
よる活動 

【多様な都市空間を活用した緑化の推進】 

行政 市民等 民間の企業・法人 

行政 市民等 
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（3） 柔軟なみどりの活用 

 

 

 

 

 

 

 

［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどりの機能を最大限に発揮させるためには、みどりを“育む”取組に加え、それらを様々な目

的で利用・活用することが重要です。そのため、都市公園や港湾緑地、河川、道路、民有地の空間

など、多様なみどり空間を対象として、ライフスタイルやライフステージに応じた幅広い活用を促

進していきます。 

 

●都市公園の利用・活用 

都市における主要なみどり空間である都市公園を、自由な

発想で使いこなすことで、人々のみどりに対する愛着の醸成

につながります。民間の企業・法人や市民等が、都市公園を

積極的かつ日常的に都市公園を活用するために、行政はパー

クファンなどの取組を通じた支援を行うことで、多様な主体

によるみどり空間の幅広い活用【LP】の実現をめざします。 

●多様なみどり空間の活用 

港湾緑地や河川・道路の空間といった、都市公園以外の公

共空間についても、それぞれの空間の特性に応じた活用を図

ることで、にぎわいの創出や自然とのふれあいにつなげてい

きます。また、公開空地などのオープンスペースにおける催

しや、農地における農業体験など、民間の企業・法人などが

主体となった民有地の活用も進めることで、多様な主体によ

るみどり空間の幅広い活用【LP】の実現をめざします。 

 

■パークファンによる公園活用 
（アート体験） 

■沿道の空間を活用した催し 
（マルシェ） 

■常吉西港湾緑地の魅力向上・管理運営事業 
（イメージパース） 

■β本町橋における河川空間の活用【出典 40】 

【みどり空間における幅広い活用の促進】 

行政 市民等 民間の企業・法人 
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（4） エリアやみどりの特性に応じたマネジメント 

 

 

 

 

 

 

［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市におけるみどりは、周辺地域の活性化や都市全体のにぎわい創出など好影響を与える波及

効果を有しており、この効果を高める観点から、そのエリアやみどりの特性に応じた様々な形で都

市におけるみどりは、周辺地域の活性化や都市全体のにぎわい創出など好影響を与える波及効果

を有しており、この効果を高める観点から、そのエリアやみどりの特性に応じた様々な形で都市に

 

●みどりの拠点となる都市公園のマネジメント 

都市におけるみどりの拠点である大規模な都市公園は、各公園の特徴を活かした利用者

への質の高いサービスが求められ、都市におけるみどりの拠点である大規模な都市公園は、

各公園の特徴を活かした利用者への質の高いサービスが求められ、都市におけるみどりの

拠点である大規模な都市公園は、各公園の特徴を活かした利用者への質の高いサービスが

求められるため、それぞれの公園の特性に応じた適切な官民連携手法などを用いながら、

効果的・効率的な都市公園のマネジメントを引き続き推進します。また、公園利用者や周

辺の地域住民・企業等といった、公園に関わるステークホルダーが集まる「プラットフォ

ーム」の構築・運営など、多様な主体が公園のマネジメントに参画する取組を進めること

で、地域・都市のにぎわいの拠点ともなる公園の持続的な魅力向上につなげていきます。 

 

 

 

 

●多様なステークホルダーによるみどり空間の活用・運営 

みどりによる波及効果を発揮させるためには、その効果を

享受するステークホルダーが、地域の課題解決やエリアの価

値向上などを見据えて主体的にみどり空間を活用・運営する

ことが効果的で、多様な主体が公園の新たなステークホルダ

ーとして参画することが必要です。そのため、今後の新たな

取組として、地域住民や周辺企業、エリアマネジメント団体

などといった、地域・エリアのステークホルダーによるみど

り空間の活用・運営【LP】を試行的に実施します。 

■大規模な都市公園の例 
（左：大阪城公園、右：天王寺公園） 

■地域主体のイベント【出典 41】 

【みどりの波及効果を高める活用・運営】 

行政 市民等 民間の企業・法人 

■プラットフォームの活動 
（靱公園） 



第４章 みどりのまちづくりに向けた取組 

80 

（5） みどりを介した人と人のつながりの醸成 

 

 

 

 

 

 

 

［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどりを介した人と人のつながりを生み出していくためには、一人ひとりがそれぞれのライフ

スタイルやライフステージの中で、みどりと関わる機会をより多く持つことが必要です。。そのた

め、人とみどりとの関わり方のバリエーションを増やすとともに、みどりに関わる取組に参画する

ことへのハードルを下げる取組を進めていきます。 

 

●みどりと関わるアクションの実践 

みどりとの関わり方には、前述の“育む・活かす”取組や、後述の情報発信に関する取

組をはじめ、様々なバリエーションが想定されます。例えば緑化等のボランティアのよう

な社会活動に参加するような関わり方の他にも、単に公園を利用することや、街路樹を見

て季節の移ろいを感じることなども関わり方の一つと言えます。まずは市民の皆様や民間

の企業・法人といった多様な主体が、日常生活の中で気軽に実践できるアクションから始

めていくことで、みどりを介した人と人のつながりの醸成につなげていきます。 

また、一人ひとりのアクションを促し、みどりのまちづくりを継続して推進していくた

めには、それを支援する仕組みも重要です。今後、みどりと関わる具体的なアクションを

リスト化するとともに、多様な主体が、みどりに関する互いのニーズを満たすためにつな

がるマッチングの促進や、寄付制度の充実など、みどりのまちづくりに参画・支援する取

組の展開【LP】も併せて進めていきます。 

 

 

 

 

■みどりと関わるアクションの例 

自宅で緑を育ててみよう エリアマネジメントでみどりの手入れをしてみよう 新しい公園施設を利用してみよう 

公園活用プログラムに参加してみよう 身近なみどりを SNSで発信してみよう 近くにある樹木の観察・見守りをしてみよう 

【みどりに対する多様な関わり方の実践】 【みどりに対する関わり方の拡大と実践】 

行政 市民等 民間の企業・法人 
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（6） みどりに関する情報・価値の共有と発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどりを介した人と人のつながりが生み出され、多様な主体によるみどりのまちづくりを推進

していくためには、まずは一人でも多くの人がみどりについて知り、関心を持ち、身近な存在とし

て親しみを感じることが重要です。そのため、みどりに関する情報を様々な形で双方向に受発信

し、共有することで、多様な主体がみどりのまちづくりを推進する次のアクションにつながってい

くことをめざします。 

 

●様々な手法を活用した効果的な情報発信と普及啓発 

情報発信の手法や媒体は多岐にわたりますが、一人ひとりの興味・関心やよく目にする

媒体は、それぞれのライフスタイルやライフステージに応じて異なります。そのため、み

どりに関する情報を効果的に伝えていくためには、特定の手法や媒体に偏ることなく、多

様な手法で発信し、共有することが重要です。 

これまで本市では、公園緑化普及啓発広報紙「ひふみ」や、公園でのイベントなどを通

じて、みどりのまちづくりに関する情報発信や普及啓発を進めてきました。これらの取組

を今後も継続するとともに、2024（令和６）年から運用を開始したポータルサイト（み

どりの都市・大阪 ONLINE）や SNS などの多様なツールを活用したみどりの情報共有・

発信【LP】にも取り組むことで、将来的には市民の方々や民間の企業・法人からの発信も含

めた、双方向の情報交流が展開されることをめざしていきます。 

■情報発信ツールの例 
（左：公園緑化普及啓発広報紙「ひふみ」、右：ポータルサイト「みどりの都市・大阪 ONLINE」） 

【みどりのまちづくりを推進する情報の共有・発信】 

行政 市民等 民間の企業・法人 
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［具体事業例］ ※【LP】：「第５章 リーディングプロジェクト」に位置づけている事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどりのまちづくりを持続的に展開していくためには、みどりが有する機能や価値をわかりや

すい形に「見える化」し、都市におけるみどりの有用性を広く共有することが重要です。新たな技

術や研究成果も活用しながら、大阪市におけるみどりの価値の定量化や発信を推進していきます。 

 

●主要なみどりを対象とした価値の共有 

大阪市におけるみどりの価値を広く共有するために、大阪市を代表する主要なみどり資

源を対象に、価値の見える化を推進します。 

街路樹及び公園樹については、まずは主要な路線や都市公園を対象に、樹木がもつ多様

な機能や価値を定量化する取組（i-Tree）を進め、多様なツールを活用したみどりの情報

共有・発信【LP】の中で、広く発信していきます。 

また、近年ではインパクト投資の広がりなどを背景に、民間の企業・法人がみどりの価

値の定量化を試みる事例が増え、国においても、みどりが有する多面的な価値（気候変動

への対応、生物多様性の確保、Well-being の向上）に着目した優良緑地確保計画認定制度

（TSUNAG）【出典 42】が創設されました。大阪市においても、こうした動きと連携した、み

どりの価値の見える化、共有化を推進していきます。 

 

 

【みどりの価値の見える化】 

行政 市民等 民間の企業・法人 

■グラングリーン大阪を対象としたみどりの価値の見える化の事例【出典 43】 
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３. 緑化重点地区における緑化等の方針 

（1） 緑化重点地区について 

大阪市では、大阪の都市魅力の向上や、みどりの都市イメージの構築・発信という視点から、大阪

の顔となる６つのエリア（新大阪・大阪地区、なんば・天王寺・あべの地区、大阪城周辺地区、御堂

筋周辺地区、中之島周辺地区、夢洲・咲洲・舞洲地区）を緑化重点地区として設定し、各地区の特性

に応じたみどりのまちづくりを推進してきました。 

 

これらの地区において、みどりのまちづくりを一層推進させるために、みどりの創出などのハード

面の取組だけではなく、市民・民間事業者・行政の連携などのソフト面の取組も含めた大きな方向性

を示した「緑化重点地区における緑化等の方針」を地区ごとに設定します。なお、「新大阪・大阪地

区」については、淀川を含めたみどりのネットワークや、「大阪のまちづくりグランドデザイン」【出典

17】との整合の観点から、一体的なエリアとして捉えつつ、方針については大阪・新大阪それぞれの地

区の特性や、まちづくりの動きも踏まえ、「大阪地区」と「新大阪地区」に分けて設定します。 

 

 

■緑化重点地区位置図 
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（2） 各地区の緑化等に向けた方針 

1） 新大阪・大阪地区 

【大阪地区】 

 

地区の概要 

大阪地区では、早くから、西日本最大のターミナルを有する立地上のポテンシャルを活かした市街地

整備事業などのまちづくりが行われてきました。近年では大阪ステーションシティなど、都市再生特別

地区の指定を受けた再開発も多く行われています。 

そのような再開発のひとつである JR 大阪駅北側のうめきた地区では、2024（令和 6） 年９月に

うめきた２期区域の先行まちびらきが行われ、うめきた公園を中心とした新たな大阪の顔となるみどり

が創出され、多くの人で賑わっています。さらに、うめきた地区では企業等によるエリアマネジメント

活動も積極的に行われており、公有地と民有地のみどりが一体となった継続的なみどりのまちづくりの

取組が展開されています。 

本地区では、新たな開発によりみどりを新たに創出する＜大阪駅北エリア＞と、既存のまちづくりの

中で、みどりの管理・運営についてステークホルダーと協働していく＜大阪駅南エリア＞の２つのエリ

アに区分し、方針を設定しました。 

 

みどりの現況 

＜大阪駅北エリア＞ 

⚫ うめきた 2 期地区では、その中心部に約

3.5ha の都市公園と街路樹及び民有地の

多様なみどりが一体的に整備されました。

今後、まち全体が完成した際には、約８ha

のみどりが生み出される計画となっていま

す。 

⚫ 新梅田シティなど、うめきた地区周辺の民

有地内においても大規模な緑化が行われて

います。 

＜大阪駅南エリア＞ 

⚫ 地区南西部の西梅田公園以外に都市公園は

存在していません。 

⚫ 市街地整備事業により基盤整備が行われ、

幹線道路には街路樹が適正に整備されてい

ます。 

⚫ 大阪ステーションシティや大阪梅田ツイン

タワーズ・サウスなど、近年再開発された民

有地内において一定量の緑化がされていま

す。 

 

 

■大阪地区の範囲 
 

※ 主なみどりとしては、地区公園規模以上の都市公園や、 
「みどりのまちづくり賞」【出典 19】を受賞したみどり 
などを掲載。 

グランフロント大阪 

大阪ステーションシティ 

YANMAR 

FLYING-Y 

BUILDING 
グランメゾン新梅田タワー 

THE CLUB RESIDENCE 

新梅田シティ 

グラングリーン大阪 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 

大阪駅北エリア 

大阪駅南エリア 

淀川河川公園 

500m 

：緑化重点地区 ：エリア 

：主なみどり
※

 

うめきた公園 

グランフロント大阪 

大阪ステーションシティ 

YANMAR 

FLYING-Y 

BUILDING 

西梅田公園 
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大阪地区の基本方針 

 

 

大阪地区の個別方針 

  

大阪の「顔」にふさわしい「みどりの空間」の形成と、 

周辺への効果の波及 

個別方針１ 大阪地区における「みどりの核」形成 

（１）うめきた 2 期区域全体で概ね 8ha の「みどりの核」を創出 

（２）多様な価値を創造する「みどり」を創出 

（３）地区周辺の防災・減災に資する「みどり」の創出 

（４）様々な手法を用いた屋内外の立体的な「みどり」を創出 

個別方針２ 官民連携による質の高い「みどり」の管理と担保 

（１）エリアマネジメント組織により民有地と公共空間の「みどり」を一体的に管理 

（２）地区計画などを活用した「みどり」の担保 

個別方針３ 「みどりの核」を起点とした周辺への効果の波及 

（１）高密な都市部における立体的な「みどり」や民有地における地上部の緑陰の創出 

（２）うめきた 2 期区域の水とみどりの創出による淀川と中之島を結ぶ生物の生息・移動

環境の中継点などとしての機能の向上 

 

■大阪地区内の代表的なエリアマネジメント団体※ 

■うめきた公園 

※ 【出典 44】を一部加工して作成。 
■「みどりの核」を拠点とした 

効果の波及イメージ 

淀川へ 

「みどりの核」を起点とした
周辺への効果の波及 

淀川へ 

中之島へ 
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【新大阪地区】 

 

地区の概要 

新大阪地区では、新大阪駅西部～南部は業務施設や商業施設が集積している一方で、東部～北部は共

同住宅や一戸建て住宅が多く、文教施設も混在しています。また、新大阪駅エリア（新大阪駅から約 500

ｍ圏域）は「都市再生緊急整備地域」に指定され、新幹線新駅関連のプロジェクトと民間開発プロジェ

クトにより、駅とまちが一体となったまちづくりが進められており、質の高い機能の集積と、居心地が

良く歩きたくなるまちなかの形成を図ることとしています。 

本地区では、都市再生緊急整備地域を含む範囲（新大阪駅から半径約 500m 圏内）を緑化重点地区

として設定し、今後の様々なまちづくりの動きに合わせた緑化等を推進することで、地区における緑化

の取組を先導していくことをめざし方針を設定しました。 

 

みどりの現況 

⚫ 新大阪駅の周辺では、いずれの主要道路にも街路樹が植栽されており、都市公園・公開空地などの

小規模なオープンスペースが点在しています。 

⚫ 限られた空間の中で、公開空地、屋上緑化、壁面緑化等によりみどりが確保されています。 

⚫ 地区の南側には淀川の広大なみどり空間が広がっています。 

  

■新大阪地区の範囲 

※ 主なみどりとしては、地区公園規模以上の都市公園や、「みどりのまちづくり賞」【出典 19】を受賞したみどりなどを 
掲載。 

500m 
淀川河川公園 

地区内外のみどりを活かし、 

重点地区と淀川をつなぐ 

「みどりのネットワーク」を形成 
：緑化重点地区 ：都市再生緊急整備地域 

：主なみどり
※

 

日之出公園 

西町公園 

北中島公園 
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新大阪地区の基本方針 

 

 

 

新大阪地区の個別方針 

 

 

個別方針１ 新大阪駅周辺のまちづくりと連動したみどりの創出 

（１）新幹線新駅関連プロジェクトや 

民間都市開発と連動した居心地の 

良いみどりの創出 

（２）屋内外でのオープンスペースなどを 

活用したみどりの創出 

個別方針２ 重点地区と淀川をつなぐみどりの 

ネットワークの拡大・強化 

（１）健全な街路樹の育成による連続的な 

みどりの確保 

（２）民間建築物等の屋上緑化・壁面緑化 

の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新大阪地区内及び周辺での開発等の状況【出典 45】 

■低層部のイメージ【出典 4５】 

■新大阪地区における民間都市開発のイメージ【出典 4５】 

関西のゲートウェイとしてふさわしい高質なみどりの創出と 

淀川につながるみどりのネットワークの形成 
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2） なんば・天王寺・あべの地区 

 

地区の概要 

なんば・天王寺・あべの地区は、関西国際空港に直結する主要交通結節点であるとともに、多様な商

業施設や観光資源が集結しており、国内外からの来訪者の玄関口として多くの人が訪れています。また、

難波・湊町地域及び阿倍野地域は「都市再生緊急整備地域」に指定されており、難波・湊町地域ではビ

ジネス・商業・文化などの多機能複合市街地の形成や交通拠点機能の強化、阿倍野地域では商業・ビジ

ネス機能と居住機能の充実によるにぎわいのあるまちづくりが進められています。 

本地区では、大阪ミナミの玄関口となるなんば駅周辺の＜なんばエリア＞と天王寺駅を中心に天王寺

公園の機能充実とまちの魅力づくりの一体化を図っている＜天王寺・あべのエリア＞及び、その 2 つの

エリアの中間地点である＜新今宮エリア＞の 3 つを設定し、方針を設定しました。 

 

みどりの現況 

＜なんばエリア＞ 

⚫ なんばエリアに大きな公園はなく、民間施

設・なんばパークスにおいてまとまったみ

どりが形成されています。 

⚫ エリア北部には、道頓堀川が位置し、とん

ぼりリバーウォークなど水辺を活かした

環境整備が行われています。 

＜天王寺・あべのエリア＞ 

⚫ 天王寺・あべのエリアには、大阪唯一の動

植 物 公 園 で あ る 天 王 寺 公 園 （ 面 積 約

26.2ha）があり、都心部で貴重なみどり

空間を創出しています。 

⚫ 官民連携により公園の新たな魅力を創出

し、みどりあふれる文化交流拠点をめざし

ています。 

⚫ 天王寺駅周辺にはあべのハルカスやあべ

のキューズモールなどの商業施設等が立

地し、屋上緑化や壁面緑化、あべの筋の路

面電車軌道敷の芝生化など、民有地による

みどり空間が創出されています。 

＜なんばと天王寺・あべのをつなぐエリア（新今宮エリア）＞ 

⚫ 2022 （令和４）年４月にオープンしたホテル「OMO7 大阪」は、建物の前面にガーデンエリアを

設け、まとまったみどりを創出しています。 

⚫ 恵美公園では、新たなにぎわいの創出のため、拡張整備に向けた検討を進めています。 

  

■なんば・天王寺・あべの地区の範囲 
 ※ 主なみどりとしては、地区公園規模以上の都市公園や、 
「みどりのまちづくり賞」【出典 19】を受賞したみどりなどを 
掲載。 

天王寺公園 

なんばパークス 

ウェリス上本町

ローレルタワー 

あべのハルカス 

なんばエリア 

天王寺・あべのエリア 

なんばと天王寺・あべのを 
つなぐエリア（新今宮エリア） 

上
町
台
地 

（寺
町
周
辺
） 

500m 

：緑化重点地区 

：主なみどり
※

 

生玉公園 

恵美公園 
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なんば・天王寺・あべの地区の基本方針 

 

 

なんば・天王寺・あべの地区の個別方針 

 

  

天王寺公園を核としたみどりの拠点づくりと 

なんば・天王寺・あべの・新今宮を歩いて楽しめるみどりのまちづくり 

個別方針１ 天王寺公園を核としたみどりの拠点づくりと機能の充実（天王寺・あべのエリア） 

（１）上町台地の南端に残る大阪の歴史・文化を感じられるみどりの保全育成 

（２）庭園や動物園など都心の魅力を創造し発信するみどりの創出と管理運営 

（３）生物多様性に関する情報発信や環境教育の場としての機能の充実 

個別方針２ 駅前の広場空間とつながる居心地がよく歩いて楽しめるみどりの創出（なんばエリア） 

（１）新たなシンボル空間となる駅前広場と連続したみどりの創出 

（２）壁面・屋上緑化などの緑化技術を用いたみどりの演出と生き物の移動を支えるみど

りのネットワークの形成 

個別方針３ にぎわいがつながり楽しく回遊できる新たなみどりの創出（新今宮エリア） 

（１）安全性や防災性の確保だけでなく多様な世代が利用でき、地域のコミュニティ醸成

やにぎわい創出の場となる公園等の創出 

（２）新たなみどり空間を拠点としたにぎわいの創出とまちづくりと連動したにぎわいの

波及と回遊性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■天王寺公園（てんしば） 
 

■なんば広場 
 

■新今宮駅北側まちづくりビジョンの概要【出典 47】 
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3） 大阪城周辺地区 

 

地区の概要 

大阪城地区は、大阪城公園の緑や第二寝屋川、大川など水や緑豊かな自然環境に恵まれるとともに、

特別史跡大阪城跡や難波宮跡などの歴史資源も多く存在しています。また、公園周辺の交通インフラも

充実しており、各駅のターミナル駅周辺では業務系、商業系などの都市機能が多く集積しています。近

年では、大阪城公園の魅力向上の取組により多くの外国人観光客が訪れています。本地区では、大阪城

公園や難波宮跡公園など一定のみどりが存在する＜大阪城エリア＞と、大阪城エリアを囲む周辺エリア

を地域特性ごとにみどりの状況やまちづくりの現況が異なる３つのエリア＜京橋・OBP エリア＞＜森

ノ宮エリア＞＜天満橋・大手前エリア＞に分けて方針を設定しました。 

 

みどりの現況 

＜大阪城エリア＞ 

大阪城公園には多くの樹木が植樹され、多種多様な生き物の貴重な生息の場となっています【出典 48】。 

難波宮跡公園では、2025（令和７）年３月に北部ブロックを開設し、新たなみどりの空間を創出し

ました。 

＜京橋・OBPエリア＞ 

⚫ OBP エリアは、高層ビル群の

間の公開空地や建物外構部に

多くの緑が創出され、街路樹の

緑と一体となり、みどり豊かな

道路景観が創出されています。 

⚫ 京橋エリアは、業務商業系の建

物が高密に立地しており、京橋

公園の他に地域に身近なみど

りが少ない状況です。 

＜森之宮エリア＞ 

⚫ 団地内には公園等が一定存在

するものの、大規模な低未利用

地が存在しており、緑やオープ

ンスペースは全体的に少ない

状況です。 

＜天満橋・大手前エリア＞ 

⚫ 庁舎等の建物が高密に建てら

れており、まとまった緑やオ

ープンスペースが少ない状況

です。 

  

■大阪城周辺地区の範囲 

※ 主なみどりとしては、地区公園規模以上の都市公園や、「みどりの 
まちづくり賞」【出典 19】を受賞したみどりなどを掲載。 

天満橋・ 
大手前エリア 

京橋・OBPエリア 

大阪城エリア 
森之宮エリア 

大阪城公園 

500m 

公益財団法人 

藤田美術館 

毛馬桜之宮公園 

：緑化重点地区 ：都市再生緊急整備地域 

：主なみどり
※

 ：エリア 

難波宮跡公園 

京橋公園 
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大阪城周辺地区の基本方針 

 

 

大阪城周辺地区の個別方針 

 

大阪都心部最大のみどりを活かした緑景観の維持・保全と大阪城公園を 

核とした周辺へのみどりの波及 

個別方針１ 上町台地北端に残る貴重な「みどり」の保全育成 

（１）大阪の歴史・文化を感じられる風格のあるみどり 

（２）防災拠点の機能を最大限発揮できるよう災害に強く健全なみどり 

（３）生き物の生息・生育空間の拠点となる自然環境豊かなみどり 

個別方針２ 各エリアの地域特性を踏まえた「みどり」の創出 

（１）歴史資源を活用し大阪の価値を高めるみどり 

（２）高密な都市機能における都市活動を支える快適なみどり 

（３）多世代・多様な人が集い交流を育む豊かなみどり 

（４）水都大阪にふさわしい水辺を活かしたみどり 

（５）官庁街にふさわしいゆとりのある空間と品格のあるみどり 

個別方針３ 大阪城公園を核とした周辺への「みどり」の波及 

（１）大阪城公園と各エリア間のみどりのネットワークの構築による回遊性の向上 

（２）大阪城公園周辺の各エリアにおける緑化の推進 

（３）上町台地や大川などとつながり生き物の移動空間となる水辺と緑の保全 

  

■大阪城公園 
 

■難波宮跡公園 
 

■大阪城東部地区のゾーニングイメージ【出典 49】 
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4） 御堂筋周辺地区 

 

地区の概要 

御堂筋周辺地区は、大阪の代表的な繁華街であるキタ（梅田）とミナミ（難波）を直線的に結ぶ大阪

のメインストリート・御堂筋の沿道地区です。地区のほぼ全域が都市再生緊急整備地域に指定され、既

存の都市基盤の蓄積等を生かしつつ、風格ある国際的な中枢都市機能集積地を形成しています。近年で

は「御堂筋将来ビジョン」に基づき、交通処理やにぎわい創出、公民連携手法等を検証する社会実験等

を実施し、その結果をもとに御堂筋側道の歩行者空間化に向けて道路空間再編の将来イメージを可視化

できるよう一部の区間でモデル整備を実施しました。 

また、周辺地域を含めた沿道では、道路の維持管理や清掃活動、にぎわい創出事業等、エリアマネジ

メント団体による多様な活動が活発に行われています。 

本地区の範囲は、特定都市再生緊急整備地域や地区計画、その他関連計画などの対象範囲を踏まえ、

おおよそ南北方向は、難波駅前から曽根埼通の交差点、東西方向は御堂筋沿道より 1 街区を含めた範囲

として、方針を設定しました。 

 

みどりの現況 

⚫ 「近代大阪を象徴する歴史的景観」として文化財に指定されて

いる御堂筋のイチョウ並木（約 800 本）は、健全に保全し後世

に残していくため 「御堂筋イチョウ保育管理計画」のもと適切に

維持管理を実施しています。また、民間企業と樹木更新に関する

協定を締結し、イチョウの保全・管理を行う取組みなどを行って

います。 

⚫ 街路樹による緑量が多い千日前通、長堀通、中央大通などの幹線

道路や、道頓堀川や中之島 （堂島川 ・土堀堀川）などのオープン

スペースが東西方向に横断しています。 

⚫ 御堂筋沿道には、大規模なビルや企業が集積しているため、屋上

緑化や公開空地などの緑化空間が数多く点在しています。 

⚫ 地区内には、都市公園は中之島公園と大川町公園しかなく、構想

の建物が高密に立地しているため、まとまったオープンスペー

スが少ない状況です。 

  

■御堂筋周辺地区の範囲 

※ 主なみどりとしては、地区公園 
規模以上の都市公園や、「みどり 
のまちづくり賞」【出典 19】を受賞 
したみどりなどを掲載。 

靱公園 

田島大阪ビル 田辺三菱製薬

本社ビル 

プレミストタワー大阪新町

ローレルコート 

コンテナガーデン 

：緑化重点地区 

：主なみどり
※

 500m 

日本生命淀屋橋ビル 

新ダイビル 堂島の杜 

中之島公園 

大川町公園 
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御堂筋周辺地区の基本方針 

 

 

御堂筋周辺地区の個別方針 

 

大阪のシンボルストリートにふさわしい 

風格あるみどり豊かな街路景観の形成 

個別方針１ 大阪の顔にふさわしい御堂筋のイチョウ並木の健全な育成 

（１）イチョウ並木の維持管理水準の向上 

（２）イチョウ並木のボリュームと緑陰の連続性確保による快適な歩行環境の創出 

（３）植栽基盤改良による生育環境改善と都市環境改善への貢献 

個別方針２ にぎわいがあふれ回遊したくなるみどりの創出 

（１）交通結節点におけるみどりの演出と周辺への回遊促進 

（２）多くの人が訪れにぎわいがあふれる歩行空間の魅力向上 

（３）地区周辺の近代建築と緑の融合による魅力の向上 

個別方針３ まちづくり団体等とも協働した官民連携による質の高いみどりの創出 

（１）地域をはじめ道路協力団体やエリアマネジメント組織による道路と沿道建物（公開空

地）との一体的なみどりの管理 

（２）企業・団体の協賛などの手法を用いた彩りと潤いあふれるみどりの創出 

（３）緑化活動への参加促進のための仕組みづくりと情報発信 

 

 

■御堂筋における根系誘導耐圧基盤の整備イメージ 

■御堂筋パークレット【出典 50】 ■御堂筋周辺地区内の代表的なエリアマネジメント団体※ 

※ 【出典 44】を一部加工して作成。 

取組前 将来 
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5） 中之島周辺地区 

 

地区の概要 

中之島周辺地区は、オフィスビルや風格ある歴史的建築物、文化施設などが集積し、堂島川と土堀堀

川に挟まれ、水辺の魅力を感じることのできる水都大阪のシンボルアイランドとなっています。また、

「都市再生緊急整備地域」及び「特定都市再生緊急整備地域」に指定されており、低未利用地の土地利

用の転換や、快適な歩行者空間の充実・拡充を図りながら、水辺空間の利用や水辺景観に配慮した都市

開発が進められています。 

本地区の範囲は、水辺の景観形成やまちづくり団体などの社会的活動範囲、対岸も含めた空間活用の

観点から、堂島川、土堀堀川の対岸も含めた空間で設定しました。本地区は、中之島公園と一体的に水

辺のにぎわい創出を進めている＜東部エリア＞と、大規模な建築物が集積し国際的な業務・文化・学術・

交流拠点の形成を目指している中之島西部、及びその対岸エリアからなる＜西部エリア＞の２つのエリ

アに分け、方針を設定しました。 

 

みどりの現況 

＜東部エリア＞ 

⚫ 中之島公園を含む多くの部分が風致地区（大川風致地区）に指定されており、みどり豊かな風格の

ある景観を形成しています。また河川敷にあるオープンカフェなどが立地し公共空間を利活用した

にぎわい創出を図っています。 

＜西部エリア＞ 

⚫ 南北方向に伸びるなにわ筋やあみだ池筋、堂島川南側の遊歩道沿いなどにも多くの樹木が植えられ

ており、緑豊かな水辺を感じられる歩行者空間が形成されています。 

⚫ また、大規模な建物の屋上緑化や公開空地の緑化空間が点在しており、高層ビルの間にみどり豊か

な空間を形成しています。  

■中之島周辺地区の範囲 
 

※ 主なみどりとしては、地区公園規模以上の都市公園や、「みどりのまちづくり賞」【出典 19】を受賞したみどりなどを 
掲載。 

中之島公園 

靱公園 

中之島 四季の丘・

ダイビル本館 

新ダイビル 堂島の杜 

公益財団法人日本生命済生会 

日本生命病院 

関西電力病院 

日本生命淀屋橋ビル 

：緑化重点地区 ：エリア ：主なみどり
※

 500m 

東部エリア 

西部エリア 

大川町公園 

下福島公園 

中之島西公園 
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中之島周辺地区の基本方針 

 

 

中之島周辺地区の個別方針 

 

水都大阪のシンボルアイランドにふさわしい環境と共生し 

自然・歴史文化を育み楽しむみどりの創造 

個別方針１ 水都大阪を象徴する水辺を活かしたみどり環境の創造と維持保全（東西エリア共通） 

（１）水都大阪の生き物にも配慮した都市環境改善モデルとなるみどりづくり 

（２）水辺や光を活かしたみどり景観の保全育成 

（３）東西軸をつなぐ水辺沿いの遊歩道の維持保全 

（４）市民などを巻き込んだ緑化活動への参加促進のための仕組みづくりと情報発信 

個別方針２ 中之島公園を中心としたゆとりがあり賑わいあふれるみどりの創出（東部エリア） 

（１）居心地がよくゆとりあるみどり空間の確保 

（２）公的なみどり空間の柔軟な利活用によるにぎわいの創出 

個別方針３ 歩いて楽しめるみどり豊かな空間の形成（西部エリア） 

（１）主要施設を回遊できる質の高い遊歩道などの確保 

（２）まちの品格を高めるだけでなく、生物多様性の保全やヒートアイランドなど 

   都市環境の改善にも資する緑化の推進 

 

 

■新ダイビル 堂島の杜【出典 38】 

■中之島公園 

■エリアマネジメント団体によるイベント【出典 23】 

■中之島周辺地区内の代表的なエリアマネジメント団体【出典 44】 
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6） 夢洲・咲洲・舞洲地区 

 

地区の概要 

夢洲・咲洲・舞洲地区は、３つの洲からなる地区であり、それぞれの地区が異なる特徴を持って

います。夢洲は 2025 大阪・関西万博の開催、統合型リゾート IR 開業に向けた開発が進められて

います。咲洲は周縁部の物流施設、北部の業務施設と住居施設、中心部の共同住宅等、複合市街地

形成をめざしたまちづくりが進められています。舞洲は西部にスポーツ施設、BBQ 広場、キャン

プ場などの屋外レクリエーション施設があり、スポーツやレクリエーションによるまちづくりを通

した取組が進められています。 

本地区では、夢洲・咲洲・舞洲全体を緑化重点地区として設定し、生物多様性の保全や水辺景観

の向上にも寄与する緑化等を推進することをめざし、各洲に分けて方針を設定しました。 

 

みどりの現況 

＜咲洲・舞洲＞ 

⚫ 街路樹や都市公園・臨港緑地が整備されており、大規模な公園緑地が多いことも特徴のひとつです。 

⚫ 咲洲の南港ポートタウンやホテル、オフィスビルでは、民間による緑化がみどりのアクセントにな

っています。また、埋立地として計画的なみどりのまちづくりを進めており、野鳥園もあります。 

⚫ 舞洲では、スポーツ施設・レクリエーション施設に併設したみどりが多くみられます。 

＜夢洲＞ 

⚫ 現在開発中のエリアであり、開発に合わせた緑化等により、新たなみどりの創出が見込まれます。 

  

■夢洲・咲洲・舞洲地区の範囲 

※ 主なみどりとしては、地区公園規模以上の都市公園や、「みどりのまちづくり賞」【出典 19】を受賞したみどりなどを 
掲載。 

舞洲エリア 

夢洲エリア 

咲洲エリア 

舞洲緑地 

南港中央公園 

野鳥園臨港緑地 

：緑化重点地区 ：エリア 

：主なみどり
※

 500m 

南港公園 

舞洲緑道 

新夕陽ヶ丘 

コスモスクエア海浜緑地 

新夕陽ヶ丘 

ポートタウン 
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夢洲・咲洲・舞洲地区の基本方針 

 

 

夢洲・咲洲・舞洲地区の個別方針 

 

市内随一の豊かな自然と調和した 

洲ごとの個性を活かしたみどりのまちづくり 

個別方針１ 地区全体での豊かなみどりの保全・創出 

（１）豊かなみどりを感じられる緑地等の保全・創出 

（２）生物多様性や景観を意識した水辺のみどりの保全育成 

個別方針２ 洲ごとの個性を活かしたみどりの創出や活用 

（１）【夢洲】今後の民間開発と協調した非日常感を演出するみどりの創出 

（２）【咲洲】居住者や来訪者の幅広い利用に対応した多様なみどりの維持・創出 

（３）【舞洲】広大な敷地を活用したスポーツやレクリエーションの場としての利活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■野鳥園臨港緑地の生き物（左からオオルリ・アカテガニ・ホウロクシギ・ツクシガモ） 

■夢洲におけるまちづくりの方向性【出典 51】 

■舞洲地区のまちづくり（ゾーニング）【出典 5２】 ■舞洲緑地 

■大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域のイメージパース 
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４. 保全配慮地区における保全等の方針 

大阪市では、数少ない自然のみどりを保全するた

め、寺社・仏閣などの民有地と都市公園などの公共

空間が一体となって「一団のみどり」を形成してい

る４つの地区（「夕陽丘・生玉地区」「天王寺地区」

「杭全地区」「聖天山地区」）を保全配慮地区として

設定しています。これらの地区において、持続的な

みどりの保全を推進するために、「保全配慮地区に

おける保全等の方針」を設定します。 

 

 

  
■保全配慮地区の位置図 

■夕陽丘・生玉及び天王寺地区の概略位置図 

■杭全地区の概略位置図 

■聖天山地区の概略位置図 

北天下茶屋駅 

 

阪 

堺 

線 

 

松虫通 

 

松虫中学校 

 

聖天山地区 

 

JR 大和路線 

 

JR 平野駅 

 

杭全 

神社 

 

国道 25 号 

 

杭全地区 

 

夕陽丘・生玉地区 

 

天王寺地区 

 

JR 天王寺駅 

 

JR 大阪環状線 

 

国道 25 号 

 

谷
町
筋 

松
屋
町
筋 
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（1） 各地区の概況 

1） 夕陽丘・生玉地区の概況 

 

地区の概要 

本地区は上町台地の中央西端部に位置し、生玉公園のみど

りをはじめ、生國魂神社や大江神社などのみどりが南北に連

なり、まとまったみどりが形成されています。地区内を東西

に走る道路は「天王寺七坂」と呼ばれる坂道となっており、

多くの寺社仏閣とともに、歴史的な景観を形成しています。 

地区内の主な土地利用は、寺社仏閣、学校など複数の文教

施設から構成されています。地区周辺では、商業施設、業務

施設、宅地などが混在しており、四天王寺や一心寺といった

大規模な寺社が立地する地区となっています。 

 なお、本地区は全域が大阪市都市計画風致地区（夕陽丘風

致地区）や大阪市景観計画で定める基本届出区域等に属して

います。 

 

 

みどりの現況 

地区内を南北に縦断する上町台地の斜面地に豊かなみどり

が残っており、地区内の緑被率は概ね 30％程度を維持して

います。生玉公園は、斜面地を活かした施設配置が特徴的で、

台地地形の起伏を感じることができます。また、保存樹や保

存樹林のある大江神社や安居神社、宗念寺など、地区内に多

数存在する寺社仏閣のみどりは敷地外からも感じられ、みど

り豊かなみどりな風致を形成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

保全配慮 

地区区域 

生玉公園 

生國魂神社 

大江神社 

安居神社 

■夕陽丘・生玉地区の航空写真 

〈保存樹林（大江神社境内）〉 
面積 6,016㎡ 
（エノキやクスノキなど 
計68本） 

〈保存樹（安居神社境内）〉 
クスノキ（幹周り3.25m、 
高さ17.9m） 
クスノキ（幹周り3.1m、 
高さ18.5m） 

〈保存樹林（宋念寺境内）〉 
面積 505㎡ 
（エノキやモッコクなど計10本） 

■斜面のみどり ■生玉公園のみどり ■大江神社のみどり 
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2） 天王寺地区の概況 

 

地区の概要 

地区の大部分は動植物公園である天王寺公園が

占めており、北側には一心寺、東側には堀越神社な

どの寺社が存在しています。上町台地の西端部に位

置し、斜面の上部は慶沢園や茶臼山、一心寺など、

斜面の下部は天王寺動物園の区域となっています。 

地区内の土地利用は、大部分を占める公園緑地

と、一心寺や統国寺、堀越神社といった文教施設が

主体となっています。 

なお、本地区は全域が大阪市都市計画風致地区

（茶臼山風致地区）や大阪市景観計画で定める基本

届出区域等に属しています。 

 

 

みどりの現況 

上町台地の斜面上にある天王寺公園東側では、豊かなみどりが残っており、地区内の緑被率は概ね

50％程度で推移しています。 

地区内の北東部に位置する茶臼山には、気軽に散策することができる園路が整備されてます。また、

河底池周辺は、まちなかで水辺を身近に感じることができる貴重な水辺空間となっています。地区の南

側には、大阪市指定文化財の日本庭園である慶沢園があり、2025（令和７）年に完了美術館との一体

性の向上や、文化財庭園としての魅力向上を図るための改修が行われました。また、ターミナル駅前に

芝生広場が広がるてんしばは、飲食物販などの公園施設と合わせて市内外の多くの利用者でにぎわって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

保全配慮
地区区域

N

茶臼山

一心寺

天王寺動物園

てんしば

慶沢園

■天王寺地区の航空写真 

〈保存樹林（堀越神社境内）〉 
面積 540㎡ 
（クスノキやソメイヨシノなど計7本） 

■茶臼山の園路 ■河底池 ■慶沢園 
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3） 杭全地区の概況 

 

地区の概要 

地区内には地区公園である杭全公園や杭全神社境内

等の緑地が存在し、まちなかに残された貴重なみどり

となっています。 

地区内の土地利用は南側が公園緑地、北側が寺社仏

閣となっています。地区の周辺は、西側に隣接する位

置に集合住宅や学校等が存在していますが、基本的に

は戸建て住宅地となっています。また、北側には JR 大

和路線が通っており、北西側に平野駅があります。 

なお、本地区はほぼ全域が大阪市都市計画風致地区

（杭全風致地区）に、全域が大阪市景観計画で定める

基本届出区域に属しています。 

 

 

 

 

 

みどりの現況 

杭全公園の北側は、周囲が樹木で囲まれており、豊

かなみどりを感じることができます。公園の南側は北

側よりも開放的な広場空間となっています。 

杭全神社の境内には、本殿を囲むように大木が存在し、府の天然記念物として指定されているクスノ

キや、市指定の保存樹などがあります。なお、地区内の緑被率は概ね 70％程度を維持しています。 

   

 

また、杭全公園では、地域住民による草刈りや清掃活動が実施さ

れており、地域の方々に身近なみどりとして親しまれています。 

 

 

 

  

杭全神社

平野北中学校

杭全公園

杭全公園

平野小学校

0 50 100m

■杭全地区の航空写真 

■杭全公園（北側） ■杭全公園（南側） 
 

■杭全神社境内 

■杭全公園での地域活動の様子 

〈保存樹（杭全神社境内）〉 
イチョウ（幹周り4.8m、高さ18.1m） 
クスノキ（幹周り5.2m、高さ18.0m） 
クスノキ（幹周り3.6m、高さ18.0m） 

〈府指定天然記念物〉 
杭全神社のくす 
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4） 聖天山地区の概況 

 

地区の概況 

地区内は聖天山古墳を含む聖天山公

園と正圓寺により、一団のみどりが形成

されています。聖天山公園の中央部に

は、シンボル的なクスノキの大木が存在

しています。 

地区内の土地利用は、公園緑地と寺社

仏閣で構成されています。地区の周辺に

は、東側に隣接して中学校があり、その

他は主に戸建て住宅地となっています。 

なお、本地区は全域が大阪市都市計

画風致地区（聖天山風致地区）や大阪

市景観計画で定める基本届出区域等に

属しています。 

 

 

 

みどりの現況 

聖天山公園の中央に存在する聖天山古墳には大きなクスノキが存在し、公園のシンボルとなっていま

す。公園の広場には、休憩施設や遊具があり、地域住民の憩いやにぎわいの場となっています。また、

正圓寺境内では、本殿を取り囲むように大きな樹木が見られます。地区内の緑被率は概ね 70％を維持

しています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

N

保全配慮
地区区域

聖天山公園

天下茶屋

小学校

松虫中学校松虫通

聖天山古墳

正圓寺

■聖天山地区の航空写真 

■聖天山古墳 ■聖天山公園の広場 ■正圓寺境内 
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5） 維持管理の現状 

各地区におけるみどりの維持管理について、主要なステークホルダーの一つである寺社仏閣を対象に

ヒアリング調査を行ったところ、以下のような現状が明らかとなりました。 

・各地区のステークホルダーのひとつである寺社仏閣にとって、緑は貴重な地域資源として捉えられ

ている一方で、近年では樹木の大木化・老朽化が進行し、台風による倒木なども発生していること

から、緑の保全を取り巻く状況は必ずしも安定的とは言えない状況にあります。 

・寺社仏閣としては、樹木管理に要する費用や人員の不足など顕在化する課題があることから、管理

者自身のみで緑を保全し続けることに難しさを感じられています。 

・特別緑地保全地区など、規制等による保全ではなく、現状の利用・活動と保全の両立を図ることを

望まれています。 

 

（2） 保全に向けた方針 

以上より、課題を整理し、それに対応する方針を以下の通り設定します。 

課題① 自然災害など、緑を取り巻く状況は必ずしも安定的ではない。 

 

 

 

 

 

課題② 都市の貴重な財産である緑の価値を十分に共有できていない。 

 

 

 

 

 

 

課題③ 土地所有者（寺社仏閣など）としては、自身のみで緑を保全し続けることに難しさを感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、方針③については、地区によってステークホルダーなどが異なることから、地区ごとに個別

方針を設定します。 

■方針①：継続的な緑の現状把握 

緑の現状や保全の取組などについて、継続的なモニタリングを行う。 

【取組例】 ・緑被率等の定期的な調査 ・土地所有者（寺社仏閣など）との定期的な対話 など 

■方針②：緑の情報・価値の共有と発信 

各地区の特徴的な緑（保存樹など）に関する情報発信などを行い、希少性や価値をステークホルダー

などと共有することで、保全に向けた機運醸成を図る。 

【取組例】 ・本市ポータルサイト（みどりの都市・大阪ONLINE）での情報発信 など 

■方針③：多様なステークホルダーによる支援 

地域住民や周辺企業など、多様なステークホルダーが様々な形での支援を行い、持続的な保全につ

なげていく。 

【取組例】 ・ボランティアやエリアマネジメント活動などによる参画 

・寄付等を活用した補助制度の充実 など 

https://parksgreenery.city.osaka.lg.jp/
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1） 個別方針【夕陽丘・生玉地区】 

 

 

 

 

 

2） 個別方針【天王寺地区】 

 

 

 

 

 

 

 

  

【夕陽丘・生玉地区の個別方針】 

寺社仏閣・企業・学校等の多様な主体による参画・支援 

複数の文教施設が存在し、周辺には商業施設、業務施設、住宅地などが混在していることか

ら、寺社仏閣、地域企業・店舗、学校などといった多様なステークホルダーによる参画・支援をめ

ざします。 

 

【天王寺地区の個別方針】 

住む・働く・訪れる人による様々な関わり方の促進 

来訪者でにぎわう公園や神社などの文教施設が存在し、周辺には商業・業務施設が多数存在

することから、周辺に住む人だけでなく、ワーカーや観光客なども主体となり、それぞれができ

る形で支援を行うような保全のあり方をめざします。 

 

【取組のアイデア例】 

➢ 文教施設や地域企業、店舗等による保全への参画（清掃、寄付など） 

➢ 利活用（まちあるきなど）を通じた普及啓発 

【想定される主なステークホルダー】 

➢ 緑の所有者・管理者：寺社仏閣、行政（市）、学校 

➢ 周辺地域：地域企業・店舗、学校 

【想定される主なステークホルダー】 

➢ 緑の所有者・管理者：寺社仏閣、行政（市） 

➢ 周辺地域：地区内外の企業、周辺の店舗、来訪者（観光客など） 

【取組のアイデア例】 

➢ エリアマネジメントの観点等による保全への参画（清掃、寄付など） 

➢ 来訪者も含めた個人レベルでの情報発信（SNSによるみどりの発信など） 

イメージイラストを 

追加予定 
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3） 個別方針【杭全地区】 

 

 

 

 

 

4） 個別方針【聖天山地区】 

 

 

 

 

 

  

【杭全地区の個別方針】 

地域のコミュニティを中心とした保全の拡大・展開 

主に住宅地で構成される周辺地域において、神社境内地の樹林地や公園のみどりは、まちな

かに残る貴重なみどりとして親しまれていることから、地域のコミュニティを中心とした保全の

拡大・展開をめざします。 

 

【聖天山地区の個別方針】 

地域のシンボルとなる緑の保全・再生 

主に住宅地で構成される周辺地域において、聖天山古墳のクスノキや正圓寺のサクラなどが、

地域のシンボルとしてより一層親しまれるようなみどりの保全・創出をめざします。 

 

【想定される主なステークホルダー】 

➢ 緑の所有者・管理者：寺社仏閣、行政（市） 

➢ 周辺地域：市民ボランティア、地域住民、学校、店舗 

【取組のアイデア例】 

➢ 地域住民等による保全活動（清掃など）の継続・拡大 

➢ 利活用（神社での行催事など）を通じた普及啓発 

【想定される主なステークホルダー】 

➢ 緑の所有者・管理者：寺社仏閣、行政（市）、学校 

➢ 周辺地域：地域企業、店舗、学校 

【想定される主なステークホルダー】 

➢ 公園樹の健全な保全育成 

➢ みどりの保全に対する支援策の検討（寄付の活用など） 

イメージイラストを 

追加予定 
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第５章 リーディングプロジェクト 

１. リーディングプロジェクトの考え方 

みどりのまちづくりを推進していくためには、行政の取組に加え、民間の企業・法人や市民の方々

が実践できる具体的なアクションを共有し、多様な主体の参画を促すことが重要です。そこで本計画

では、みどりとの関わり方をわかりやすく伝え、2035（令和 17）年までの計画期間におけるみどり

のまちづくりを先導する「リーディングプロジェクト」を新たに設定します。また、各取組のロード

マップやめざすアウトプット（LP 指標）なども設定し、取組の実行性を高めていきます。 

リーディングプロジェクトの設定にあたっては、「基本方針」で整理した“育む”・“活かす”・“つな

がる”の３つの観点と、「みどりへの興味・関心」と「みどりの満足度向上に向けた好循環」という２

つの取組要素を踏まえ、本計画でめざす到達点を定めた上で、以下のとおり分類します。 

主に関連する 

基本方針 

みどりへの興味・関心を高めるプロジェクト 
みどりの満足度向上に向けた好循環を 

生み出すプロジェクト 

到達点 取組内容 到達点 取組内容 

【方針①】 

“育む” 

印象的な 

みどりが 

多くの人に 

認識される 

【⑴－Ａ】 多くの人に認識 

される街路樹・公園樹の 

景観・快適性向上 

成熟した 

みどりの 

ストックが 

蓄積される 

【⑵－Ａ】 市内全域における 

街路樹・公園樹の計画的な 

保全育成 

【⑴－Ｂ】 開発に合わせた 

民有地緑化の推進 

【⑵－Ｂ】 利用者の意見を 

反映した都市公園の魅力向上 

【方針②】 

“活かす” 

みどりの 

活用の 

幅が広がる 

【⑴－Ｃ】 多様な主体による 

みどり空間の幅広い活用 

みどりの活用 

による様々な 

波及効果が 

実感できる 

【⑵－Ｃ】 地域・エリアの 

ステークホルダーによる 

みどり空間の活用・運営 

【方針③】 

“つながる” 

みどりの 

情報交流が 

活発になる 

【⑴－Ｄ】 多様なツールを 

活用したみどりの情報共有・

発信 

みどりへの 

関心が具体的な 

アクションに 

つながる 

【⑵－Ｄ】 みどりのまちづく

りに参画・支援する取組の 

展開 

 

 

■リーディングプロジェクトでめざす到達点のイメージ 

印象的なみどりを 
多くの人が実感する 

みどりの情報交流が 
活発になる 

多様な主体がより 
幅広くみどりを 
活用できる 

興味・関心 

活用することで 

より強く実感 

みどりが認識され 

利活用につながる 

利用・活用の 

促進につながる 

みどりを知りたくなる・発信したくなる 

みどりをより 

意識する 

既存のみどりの 
磨き上げにより 

多様な機能が高まる 

みどりへの関心が 
具体的なアクションにつながる 

みどりの活用により 
周辺への波及効果が 

発揮される 

満足度向上 

アクションを 

介してみどりの 

質が高まる 

みどりによる 

波及効果が高まる 

“活かす”取組が 

活発になる 

みどりのまちづくりに関わりたくなる 

“育む”取組が 

活発になる 

相乗的に発展 
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リーディングプロジェクトのイメージ① 身近な公園での取組展開イメージ 

 

リーディングプロジェクトのイメージ② 身近な公園での取組展開イメージ 
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〈骨格剪定・不要枝剪定とは？〉 

骨格剪定とは、樹木の形や大きさをコントロールするため

に行う剪定であり、樹種により時期は異なりますが、主に新

芽の育つ前（冬季）に実施します。枝の伸長や植栽環境に応

じて、１～５年に１回程度の頻度で実施することで、適正な

樹形をつくり、樹勢を維持・向上させることができます。 

不要枝剪定は、通行支障枝や樹木の生育上不要な枝を除

いたり、枝葉を透かしたりするために行う、細やかな剪定

です。主に夏季に実施することで、整った樹形をつくり、

採光・通風を促すことに加え、心地よい木漏れ日のある緑

陰を生み出すことができます。景観向上や緑陰形成に寄与

する一定水準の樹形を形成するためには、１年に１回程度

の剪定を実施することが求められます。 

みどりのコラム 

２. 各プロジェクトの内容 

（1） みどりへの興味・関心を高めるプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑴－Ａ】 多くの人に認識される街路樹・公園樹の景観・快適性向上 

■骨格剪定のイメージ 

■不要枝剪定のイメージ 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

街路樹・公園樹は、日々の都市生活の中で最も身近に感じるみどりです。

特に、市街化が進んだ大阪市において、街路樹・公園樹は美しい都市景観を

形成し、市民生活に潤いや憩いを与えてくれる重要な都市インフラです。 

この取組は、「“みどりの都市魅力”を創出するエリア」の街路樹・公園樹

を対象に、美しい樹形と豊かな緑陰を形成することで、大阪を訪れる人が美

しいまちを実感し、大阪に住む人が大阪の良さや身近な緑を実感できるよう、

大阪が多くの人を惹きつけ魅力ある都市となることを目的に実施します。 

印象的なみどりを 

多くの人が 
実感する 

何を行うのか（内容） What 

●美しい樹形と緑陰の形成に向けた目標樹形・目標樹高の設定 

「“みどりの都市魅力”を創出するエリア」の路線や都市公園において、植栽環境を踏まえな

がら、美しい樹形や緑陰形成を図る樹木を定め、目標樹形や樹高を設定します。 

●細やかな剪定による景観・快適性向上 

都市の限られた空間の中で、樹木による景観向上や空間としての快適性の向上を図るために

は、樹木の形や大きさをコントロールするために実施する剪定（骨格剪定）に加え、樹木の生育

上不要な枝などを除くため、樹冠内の枝葉を透かすためなどに実施する細やかな剪定（不要枝剪

定）が必要です。道路・都市公園の空間特性や樹種に応じた剪定を行い、美しい樹形や豊かな緑

陰を形成することで、都市の景観・快適性の向上を図ります。 

■緑陰形成のイメージ 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

対象の路線・都市公園における緑視率 
前期の結果を踏まえ検討・設定 

（緑視率の維持を想定） 
基準値 目標値 

今後調査 今後設定 

樹形の維持・形成   

 目標樹形・樹高の設定 

植栽環境を踏まえた、樹形・樹高形成 

 

 目標樹形・樹高の維持、見直し 

審議会で中間振り返り 

樹形・樹高の維持、形成 
 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組では、主に行政が方針決定や管理作業を担います。加えて民間の企業・法人や市民等

の方々も、例えば身近な樹木の見守りといった形で関わることができます。多様な主体による参

画を図ることで、樹木に対する親しみや誇りを醸成することにもつなげていきます。 

〈行政〉 

 ・細やかな剪定による景観・快適性向上 など 

〈民間の企業・法人〉 

・オフィスなどの付近にある樹木の見守り・手入れ など 

〈市民等〉 

・季節の移ろいを感じる・楽しむ 

・自宅や職場の付近にある樹木の見守り など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

まず計画前期（2026～2030（令和８～12）年）には、「“みどりの都市魅力”を創出するエ

リア」において、まちの状況や樹木の状態にあわせて、景観や快適性の向上に向けた目標樹形や

樹高を定め、それに基づく丁寧な維持管理によって、美しい樹形や豊かな緑陰を形成し、景観や

快適性の向上を図ります。後期（2031～2035（令和 13～17）年）には、前期に形づくった

樹形や樹高を維持しつつ、引き続き景観や快適性の向上に資する丁寧な維持管理を実施します。 

また、健全な樹木の保全育成を行うために、市内全域で行う取組（定期的な点検調査、道路や

都市公園の改修時期等も考慮した計画的な更新など）も、前期・後期を通じ並行して実施してい

きます（116～117 ページ）。 

前期の取組を評価するためには、景観や空間としての快適性向上に寄与する豊かな緑が視野内

でどれだけ増えたかを把握する必要があります。そのため、LP 指標としては、対象の路線・都

市公園における緑視率を設定し、基準値及び目標値については、2025（令和７）年度末頃に定

めます。 

後期の LP 指標としては、前期に高めた緑視率の維持などが想定されますが、2030（令和 12）

年の中間振り返りのタイミングで、前期の取組の進捗も踏まえ、改めて設定します。 

 定期的な点検調査・計画的な更新 
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【⑴－Ｂ】 開発に合わせた民有地緑化の推進 印象的なみどりを 
多くの人が 

実感する 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

多くの人の印象に残るみどりを育んでいくためには、公共のみどりだけでなく、民有地におけ

るみどりの創出と保全育成が重要となります。特に都市化の進んだ大阪市では、まちづくりの動

きに合わせて新たなみどりを創出し、適切な維持管理を行っていくことが有効です。 

そのため、この取組は、緑化重点地区をはじめとした多くの人が集まるエリアなどにおいて、

民間開発に合わせて質の高い印象的なみどりの創出と保全育成を推進するために実施します。 

何を行うのか（内容） What 

●容積率緩和をインセンティブとしたみどりの創出 

目的を達成するためには、民間開発に合わせた質の

高いみどりの創出を促す仕組みが必要です。そのた

め、民間の開発主体が容積率等の緩和が可能となる手

法（都市再生特別地区、総合設計制度など）を活用す

る場合には、みどりの創出を公共貢献要素として評価

し、民間開発における緑化を引き続き促進していきま

す。また、質の高いみどりについては特に高く評価す

るような運用方法についても、可能性を検討し、可能

な方法については試行していきます。 

●民間緑地の表彰制度・認定制度・補助制度の積極的な活用 

みどりによる社会貢献や企業価値の向上、経済的価値の創出が注目されつつある中、近年では

民間緑地の表彰や認定を行う制度の創設・拡充が進んでいます。これらの制度を活用すること

で、質の高いみどりを確保する企業等の取組を広くプロモーションすることができ、取組のさら

なる広がりが期待されます。また、民間におけるグリーンインフラの取組に対する国の補助制度

を活用することで、財政的な支援も受けることが可能です。 

これらの制度の積極的な周知と活用を図ることで、民有地緑化に対する民間の企業・法人のモ

チベーション向上や、保全育成も含めた持続的な取組の展開につなげてきます。 

■新梅田シティ「新・里山」【出典 39】 ■新ダイビル「堂島の杜」【出典 19】 

■総合設計制度のイメージ【出典５４】 
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〈民間緑地の表彰・認定・補助に関する主な制度について〉 

●主な表彰制度：みどりのまちづくり賞（愛称：大阪ランドスケープ賞）・おおさか優良緑化賞 

みどりのまちづくり賞（愛称：大阪ランドスケープ賞）【出典 19】は、大阪府、（公財）国際花と緑の

博覧会協会、（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部が主催する表彰制度です。大阪

府内におけるみどりの景観づくり及び活動を対象としており、「ランドスケープデザイン部門」と

「ランドスケープマネジメント（管理運営・活動）部門」の２部門で募集・表彰を行っています。

なお、2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度の５年間において、大阪市内では計 14 件

が表彰されています。 

おおさか優良緑化賞【出典 5５】は、大阪府が主催する表彰制度であり、「建築物の敷地等における緑

化を促進する制度」等による緑化を対象としています。従前は敷地面積 1,000 ㎡以上の施設を対

象としていましたが、2024（令和６）年度から小規模部門（敷地面積 1,000 ㎡未満の施設）が

新たに創設されています。なお、2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度の５年間におい

て、大阪市内では計 33 件が表彰されています。 

●主な認定制度：優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG） 

優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）【出典 42】は、都市緑地法に基づき、民間事業者等によ

る良質な緑地確保の取組を、国土交通大臣が気候変動対策・生物多様性の確保・Well-Being の

向上等の「質」と緑地の「量」の観点から評価・認定する制度であり、2024（令和６）年に創

設されました。新たに緑地を創出・管理する事業と、既存緑地の質の確保・向上に資する事業を

対象としており、緑地による温室効果ガスの吸収量、生物の良好な生息・生育環境形成に資する

取組、緑地における人々の交流・滞在促進に資する取組等を評価します。2025（令和７）年３

月には、制度第１号の認定が行われ、大阪市内では「グラングリーン大阪」と「新梅田シティ」

が認定を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●主な補助制度：グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業【出典 5６】は、グリーンインフラの導入計画に基づく官

民連携の取組を支援するために、2020（令和２）年度に国土交通省が創設した補助制度です。民

間建築物の緑化などが補助対象となりますが、優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）の創設に

伴い、この認定を受けた緑地も補助対象として新たに追加されました。なお、大阪市内における民

間開発のうち、過去２件でこの制度を活用した実績があります。 

みどりのコラム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）のロゴマーク（左）と評価項目（右）【出典 42】 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

①：表彰や認定を受けた優良緑地の実績 

②：民有地緑化に対する補助制度の活用実績 
前期の結果を踏まえ検討・設定 

（優良緑地実績の増加を想定） 
基準値 目標値 

①：49 件※１ 

②：２件※２ 

①：新たに 60 件 

②：新たに５件 

※１ 2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度における「みどりのまちづくり賞」「おおさか優良緑化賞」及び「優良緑地確保 

計画認定制度」の受賞・認定実績 

※２ 2020（令和２）に創設された「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」を活用した民間建築物の緑化実績 

審議会で中間振り返り 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組では、民間の企業・法人が主体となり、開発に合わせたみどりの創出・保全育成など

を実施します。行政は関係部署間での連携を強化しながら、緑化の促進や、各種制度の積極的な

周知などといった支援を行います。市民の方々は、例えば創出されたみどりの空間を訪れ利用す

ることで、民間の企業・法人のモチベーション向上に寄与することができます。 

〈行政〉 

・みどりの創出を公共貢献要素として評価することによる緑化の促進 

 ・民間緑地の表彰・認定・補助制度の積極的な周知 など 

〈民間の企業・法人〉 

・開発に合わせたみどりの創出と保全育成 

・民間緑地の認定・表彰・補助制度の積極的な活用 など 

〈市民等〉 

・民間の企業・法人が創出したみどり空間の活用 など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

計画前期（2026～2030（令和８～12）年）には、緑化重点地区などにおける個別の開発

を対象に、みどりの創出を公共貢献要素として評価し緑化を促進するとともに、質の高いみどり

を特に高く評価するような運用方法について、まずは実施が可能か検討し、後期（2031～2035

（令和 13～17）年）における様々な民間開発への展開を模索していきます。また、前期・後期

を通じて、民間緑地の表彰・認定・補助制度の積極的な周知と活用を進めていきます。 

前期の LP 指標としては、表彰や認定を受けた優良緑地の実績を設定し、印象に残る優れた緑

地がどれだけ確保されたかを確認します。また、民有地緑化に対する補助制度の活用実績も指標

に設定し、緑化に対する財政的な支援をどれだけ実施できたかを確認します。 

後期の LP 指標としては、優良緑地のさらなる増加などが想定されますが、2030（令和 12）

年の中間振り返りのタイミングで、前期の取組の進捗も踏まえ、改めて設定します。 

 
個別の開発を対象とした緑化の促進 

効果的な運用方法の検討 
 様々な民間開発への展開 

 表彰・認定・補助制度の積極的な活用 
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【⑴－Ｃ】 多様な主体によるみどり空間の幅広い活用 

■パークファンによる公園活用 

（上：プレーパーク体験プログラム、 
下：ストレッチによる健康増進プログラム） 

■うめきた公園での活用促進 

（上下：参加型プログラム） 

多様な主体がより 

幅広くみどりを 
活用できる 

撮影：井上嘉和 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

都市公園をはじめとしたみどり空間は、休養・休息や健康増進、子育てなどの場として様々な

方法で利用・活用することができますが、それらの機能が十分に発揮されるためには、みどり空

間の多様な使い方について、まずは知り、実践することが重要です。本市では、パークファンに

よる公園活用の促進を図ってきましたが、今後はそのような取組をより多くの公園で根付かせ

る（定着化）とともに、将来的には行政による必要最小限の支援のみで、プレーヤーが公園を自

発的・継続的に活用（自走化）できるようにすることが求められます。 

上記を踏まえ、この取組では、民間の企業・法人や市民の方々など、多様な主体によるみどり

空間を幅広い活用を通して、みどり空間に対する興味や愛着を高めることを目的とします。 

何を行うのか（内容） What 

●パークファンなどによる公園活用の促進 

目的を達成するためには、まずは都市における主要なみどり空間である都市公園において、多

様な活用を促し、みどり空間を活用するきっかけをつくっていく必要があります。そのため、パ

ークファンの取組などを市域内で広く展開し、公園を活用したプログラムへの参加や、プレーヤ

ーとしての参画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●みどり空間の活用の定着化・自走化を図る仕組みの検討・構築 

みどり空間を今後さらに幅広く、かつ持続的に活用していくためには、現在のパークファンな

どの枠組みにかかわらず、多様な主体が自発的にみどり空間を活用していくことが将来的には求

められます。そのため、パークファンなどによる公園活用の促進と並行して、みどり空間の活用

の定着化・自走化を図る上でどのような仕組みが必要か、支援体制も含めた検討及び構築を進め

ていきます。 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

パークファンによる公園活用の 

全 24 区展開 前期の結果を踏まえ検討・設定 

（パークファンを含む公園活用の総件数を

想定） 
基準値 目標値 

16 区※ 24 区※ 

 

審議会で中間振り返り 

※ いずれも累計値 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組では、民間の企業・法人や市民の方々が主体となり、みどり空間の活用を実践してい

きます。行政は許可手続きなどの面から、プレーヤーを支援するとともに、公園活用の定着化・

自走化を図る仕組みの検討・構築も進めていきます。 

〈行政〉 

・パークファンなどによる公園活用の促進 

 ・公園活用の定着化・自走化を図る仕組みの検討・構築 など 

〈民間の企業・法人〉 

・都市公園や民有地のオープンスペース（公開空地など）を活用した 

 プログラムの実施 など 

〈市民等〉 

・都市公園をはじめとしたみどり空間の日常的な利用 

・活用プログラムへの参加やプレーヤーとしての参画 など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

計画前期（2026～2030（令和８～12）年）には、パークファンなどの取組を広く展開す

るとともに、みどり空間の活用の定着化・自走化を図る仕組みの検討を進めていきます。前期の

後半から後期（2031～2035（令和 13～17）年）にかけては、検討を進めた仕組みの構築や

効果検証を行い、定着化・自走化を推進していきます。 

前期の LP 指標としては、まずは公園活用の取組が広く認知されるよう、パークファンによる

公園活用の全 24 区展開をめざします。 

後期の LP 指標としては、みどり空間の活用の定着化・自走化が図られているのかを確認する

ために、パークファンを含む公園活用事例の総件数などを設定することが想定されますが、

2030（令和 12）年の中間振り返りのタイミングで、前期の取組の進捗も踏まえ、改めて設定

します。 

 定着化・自走化の検討 

 パークファンの展開 
 定着化・自走化に向けた仕組みの構築・効果検証 
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【⑴－Ｄ】 多様なツールを活用したみどりの情報共有・発信 

■ポータルサイトのホーム画面 ■ポータルサイトでの特集記事 ■SNS（X）での情報発信 

みどりの 

情報交流が 
活発になる 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

みどりへの興味・関心を高めるためには、みどりに関する情報を多くの人にわかりやすく共

有・発信することが求められます。特に近年では、SNS などの新たな媒体が普及しており、多

様なツールを活用することで、若年層も含めた幅広い年代の方々に、より効果的に情報を伝える

ことができると考えられます。 

そのため、この取組では、ポータルサイトや SNS などを活用し、幅広い情報をわかりやすく

発信・共有することで、みどりを知る・みどりに触れる機会を創出することを目的とします。 

何を行うのか（内容） What 

●大阪のみどりに関するポータルサイトや SNS を活用した情報の発信・共有 

目的を達成するためには、大阪のみどりに関する情報を一元化したポータルサイトや、日々の

生活の中で気軽にチェックできる SNS などの活用が求められます。そのため、2024（令和６）

年から運用を開始しているポータルサイト（みどりの都市・大阪 ONLINE）や SNS について、

コンテンツの充実を図ることで、多くの人の興味・関心を惹く情報の発信を進めます。 

また、将来的には市民の方々や民間の企業・法人が、愛着のあるみどりや自社での緑化等の取

組について自ら情報を発信し、双方向の情報交流が展開されることをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

●街路樹・公園樹や都市公園などのオープンデータ化 

街路樹・公園樹や都市公園、港湾緑地といった公共のみどりは、多くの人にとって身近なみど

りであり、個々の樹木の基礎情報や、各公園の施設情報などは、身近なみどりについて知るため

の重要なデータです。これらの情報をオープンにし、誰もが気軽に情報を得られるようにするこ

とで、都市公園などの利用促進やみどりに対する愛着の醸成、みどりに関する調査研究での活用

などにつなげていきます。 

また、都市におけるみどりの有用性を広く共有するためには、みどりが有する価値について

も、定量化及びオープンデータ化を進めることが重要です。そのため、主要な路線や都市公園の

樹木について、多様な機能や価値を定量化する取組（i-Tree）を試行的に実施し、樹木が持つ価

値の共有に活用していきます。 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

ポータルサイトへのアクセス数 

前期の結果を踏まえ検討・設定 

（SNS のフォロワー数を想定） 
基準値 目標値 

約３万回/年※ 約７万回/年 

審議会で中間振り返り 

※2024（令和６）年度におけるポータルサイトへの年間アクセス数 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組において、行政はポータルサイトや SNS の運用、公共のみどりのオープンデータ化

などを推進し、みどりに関する情報発信を実施します。民間の企業・法人や市民の方々は、それ

らの情報をチェックするとともに、自らも情報発信の主体となることで、将来的には双方向のコ

ミュニケーションをめざします。 

〈行政〉 

・ポータルサイトや SNS の運用及びコンテンツの充実 

 ・公共のみどりのオープンデータ化及び i-Tree の試行実施 など 

〈民間の企業・法人〉 

・大阪のみどりに関する情報のチェック 

・各自で取り組む緑化等のプロモーション など 

〈市民等〉 

・大阪のみどりに関する情報のチェック 

・愛着のあるみどり等の共有 など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

計画前期（2026～2030（令和８～12）年）と後期（2031～2035（令和 13～17）年）

を通して、ポータルサイトや SNS の運用とコンテンツの充実を進めるとともに、並行して前期

に公共のみどりのオープンデータ化の推進・実装を図ります。また、i-Tree についても主要な

路線や都市公園で試行的に実施し、公共のみどりのオープンデータも含め、後期でのデータ活用

などにつなげていきます。 

前期の LP 指標としては、ポータルサイトへのアクセス数を設定し、まずは大阪のみどりに関

する情報がどれだけチェックされたかを確認します。 

後期の LP 指標としては、みどりに関する情報を日常的にチェックし発信する固定ファンがど

れだけ増えたかを確認するために、SNS のフォロワー数などを設定することが想定されますが、

2030（令和 12）年の中間振り返りのタイミングで、前期の取組の進捗も踏まえ、改めて設定

します。 

 対象箇所等の拡大検討・定量化した価値を活用した事業ＰＲ  i-Tree の試行 

 オープンデータ化の推進・実装 

 ポータルサイトや SNS の運用・コンテンツの充実 

 オープンデータの活用・更新 
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（2） みどりの満足度向上に向けた好循環を生み出すプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑵－Ａ】 市内全域における街路樹・公園樹の計画的な保全育成 

■配置の適正化のイメージ 

既存のみどりの 
磨き上げにより 

多様な機能が高まる 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

大阪市では、高度成長期の都市環境の悪化を受けた緑の量的拡大を背景に、道路や都市公園の限ら

れたスペースに、主に成長の早い街路樹や公園樹を狭い間隔で多数植栽してきたため、それらの大木

化・老木化に伴い、道路や都市公園の安全性、景観や快適性が低下するなどの課題が顕在化し、市民

生活への影響が生じています。 

街路樹・公園樹は、都市に住む・働く・訪れるあらゆる人々の市民生活を支える重要な都市インフ

ラであることから、この取組では、樹木のもつ機能・効用を最大限に発揮できるよう、市内全域にお

いて、中長期的な視点で樹木管理目標を定め、データに基づく計画的な維持管理により健全な樹木

何を行うのか（内容） What 

●樹木の更新や維持管理に関するマネジメント戦略の策定 

目的を達成するためには、中長期的な視点に立ち、樹木の生育空間などに応じた計画的な保全

育成を進める必要があります。そのため、空間特性や樹種に応じた目標樹形・目標樹高、適正な

剪定頻度・樹木配置の考え方などを定めたマネジメント戦略を策定します。 

●目標樹形に基づく剪定管理 

健全な樹木の保全育成を図っていくためには、道路・都市公園の空間特性や樹種に応じた適正

な樹形を形成・維持する必要があります。そのため、マネジメント戦略に示す考え方に基づき、

目標樹形・目標樹高を設定し、骨格剪定を適正な頻度で実施していきます。 

●樹木の計画的な更新と配置等の適正化 

これまで都市の限られた空間に樹木を植栽してきた結果、通

行障害や視認・視距阻害などの安全性や、植栽間隔が狭く強剪

定することによる健全性の低下・景観の悪化などの観点で課題

が顕在化しています。このため今後は、市域全体での緑量は概

ね確保することをめざしながら、将来を見据えた計画的な更新

や、更新に合わせた配置・樹種の適正化について、道路や都市

公園の改修時期なども考慮しながら推進していきます。 

●着実な PDCA サイクルによる持続的な管理 

樹木の管理を持続的に推進するためには、計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善（Action）

からなる PDCA サイクルを確立するマネジメントが欠かせません。一方で、樹木は生き物であり、

その維持管理の結果に関する予測には不確実性が伴うことから、継続的なモニタリングにより効果

を検証しながら、必要に応じて管理手法の再検討・修正を行う「順応的管理」が求められます。 

これらを実現するために、今後は定期的な点検調査により、樹木の管理状態を適切に把握し、

蓄積されたデータに基づき、より効率的・効果的な手法やタイミングでの維持管理を進めていき

ます。また、樹木管理の DX による業務の効率化を推進しながらつつ、外部の専門家の活用も視

野に、PDCA サイクルによる持続的な管理を行っていきます。 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

街路樹・公園樹における樹木樹林率 
街路樹・公園樹の樹木樹林率の維持（想定） 

１本当たり樹冠投影面積の増加（想定） 
基準値 目標値 

２.５％ 現状以上 

樹形の維持・形成   

 目標樹形・樹高の設定  目標樹形・樹高の維持、見直し 

健全な樹木の保全育成 目標樹形・樹高に基づく樹木管理 

審議会で中間振り返り 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組では、主に行政が定めた方針に基づき決定維持管理を担います。民間企業・法人や市

民の方々も、例えば身近な樹木の見守りといった形で関わることができます。多様な主体による

参画・連携を図ることで、樹木に対する親しみや誇りを醸成することにもつなげていきます。 

〈行政〉 

・樹木の更新や維持管理に関するマネジメント戦略の策定 

 ・樹木の計画的な更新と配置等の適正化  ・目標樹形に基づく剪定管理 

・着実な PDCA サイクルによる持続的な管理 など 

〈民間の企業・法人〉 

・オフィスなどの付近にある樹木の見守り・手入れ 

・樹木管理の DX の推進に向けた新技術の開発・提供 など 

〈市民等〉 

・季節の移ろいを感じる・楽しむ 

・自宅や職場の付近にある樹木の見守り など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

計画前期（2026～2030（令和８～12）年）には、マネジメント戦略を早期に策定した上

で、まちの状況や樹木の状態にあわせて、健全な樹木の保全育成に向けた目標樹形や樹高を定

め、それに基づく樹木管理を実施します。後期（2031～2035（令和 13～17）年）も、計画

的な樹木の保全育成を引き続き行うことで、目標樹形や樹高の維持を図ります。また、前期・後

期を通じて、全ての街路樹・公園樹を対象とした点検調査を定期的に（公園樹は 2024（令和

６）年度から、街路樹は 2025（令和７）年度から）実施し、データを蓄積しつつ、計画的な更

新等にも取り組んでいきます。 

前期の LP 指標としては、街路樹・公園樹の樹木樹林率を設定し、剪定管理等の結果、全体と

しての樹冠投影面積が概ね維持されているかを確認します。一方で、個々の樹木の樹冠や樹形の

変化を捉えるためには、個々の樹木のデータに基づく指標設定が必要であることから、１本当た

り樹冠投影面積の指標設定について、前期で並行して検討・試行を進めます。 

後期は街路樹・公園樹の樹木樹林率を維持しつつ、１本当たり樹冠投影面積を指標として導入

することなどが想定されますが、2030（令和 12）年の中間振り返りのタイミングで、前期の

取組の進捗も踏まえ、改めて設定します。 

 定期的な点検調査・計画的な更新 
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【⑵－Ｂ】 利用者の意見を反映した都市公園の魅力向上 

■魅力ある公園施設のイメージ 

（左：複合遊具【出典 5７】、右：健康器具【出典 58】） 

■機能分担のイメージ【出典 59】 

既存のみどりの 

磨き上げにより 
多様な機能が高まる 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

本市では、1964（昭和 39）年の緑化百年宣言以降、積極的に都市公園の整備を推進してき

ましたが、大阪市営の都市公園のうち、全体の８割以上が開園から 30 年以上経過しており、公

園施設の老朽化が進行しています。また、高度な都市化が進む中、新たな公園整備などによる大

幅な量的拡充は難しくなっていることから、既存の都市公園の魅力を高めていく取組がこれま

で以上に求められます。 

特に地域に身近な都市公園では、施設の種類や構成が似た公園も多く、公園機能が画一的である

という課題も見られ、公園に対するニーズの多様化に必ずしも対応できていない状況にあります。 

そのため、この取組では、例えば日頃から遊具などを利用する子どもや子育て世代、健康づく

りの場として公園を利用するシニア世代などといった、日常的な公園利用者の意見を反映させ

ながら、公園施設の設置・改修・更新など特色ある公園づくりを行うことで、地域に身近な公園

の魅力向上及び利用促進を図ることを目的とします。 

何を行うのか（内容） What 

●公園利用者の意見を反映させた公園施設の導入 

目的を達成するためには、まずは個々の公園施設を対象に、公園利用者のニーズを踏まえなが

ら魅力を高めることが求められます。そのため、遊具などの公園施設の魅力向上に向けた計画を

策定した上で、施設の改修や更新のタイミングに合わせて、公園利用者の意見を反映させた魅力

ある公園施設を導入していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●機能分担の視点も踏まえた公園づくりの調査検討・試行実施 

公園機能が画一的であるという課題を解決

するためには、上記の取組だけでなく、複数の

公園を対象として、それぞれ特色のある公園に

変えていくような、機能分担の視点を踏まえる

ことも重要です。まずはどのような条件が整え

ば機能分担の視点を踏まえた公園づくりが可

能なのか、地域の方々の意見も把握しながら検

討・調査を進めます。 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

対象の公園における利用者数・滞在時間 

（年代別に調査予定） 前期の結果を踏まえ検討・設定 

（公園利用者の意見を反映した 

整備公園数の増加を想定） 
基準値 目標値 

今後調査 今後設定 

 

審議会で中間振り返り 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組では、幼稚園や保育園、小学校など、都市公園の周辺施設や、地域住民の方々などの

ご意見を反映させながら、行政が公園施設の導入や機能分担の視点を踏まえた検討などを実施し

ます。そのため、公園に関する意見聴取への参画や、導入した公園施設の積極的な利用といった

形で、多くの方々に関わっていただくことで、より効果的な取組につながります。 

〈行政〉 

・利用者の意見を反映させた公園施設の導入 

 ・機能分担の視点もふまえた公園づくりの調査検討・試行実施 など 

〈民間の企業・法人〉 

・意見聴取等に対する参画 など 

〈市民等〉 

・意見聴取等に対する参画 

・導入施設の積極的な利用 など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

計画前期（2026～2030（令和８～12）年）と後期（2031～2035（令和 13～17）年）

を通して、公園利用者との意見交換を継続的に行いつつ、前期に魅力ある公園施設を試験的に導

入し、後期での展開につなげていきます。また、機能分担の視点も踏まえた公園づくりの検討も

並行して進め、実現が可能な場合は後期で試行的に実施していきます。 

前期の LP 指標としては、対象の公園における利用者数・滞在時間を設定し、魅力ある公園施

設の導入による利用促進効果が認められるか、年代別での調査により確認します。基準値及び目

標値については、対象公園を設定後、2025（令和７）年度末頃に定めます。 

後期の LP 指標としては、公園利用者の意見を反映した整備公園数について設定することが想

定されますが、2030（令和 12）年の中間振り返りのタイミングで、前期の取組の進捗も踏ま

え、改めて設定します。 

 公園利用者との意見交換 

 機能分担の検討調査 

 公園施設の試験導入 

 機能分担の視点も踏まえた公園づくり 

 改修・更新のタイミングに合わせた継続的な施設導入 
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【⑵－Ｃ】 地域・エリアのステークホルダーによるみどり空間の活用・運営 

■地域主体のイベント【出典 41】 

■エリアマネジメント団体による 
官民のみどりの一体的な運営 

（うめきた２期地区） 

みどりの活用により 

周辺への波及効果が 
発揮される 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

都市公園をはじめとするみどり空間は、コミュニティ形成やにぎ

わいの創出など、公園の周辺（オフサイト）で発揮される波及効果を

有します。この波及効果を高めるためには、町会などの地域住民や周

辺企業、エリアマネジメント団体などのステークホルダーが、みどり

空間を主体的に活用・運営することが効果的です。また、多様な主体

が公園の新たなステークホルダーとして参画することも必要です。 

本市では、うめきた２期地区（グラングリーン大阪）において、エ

リアマネジメント団体がみどり空間の活用・運営を行っている事例

がありますが、今後は地域に身近な都市公園などにおいても、それぞ

れの特性を踏まえながら、ステークホルダーが主体となった取組を

展開し、様々なみどり空間で波及効果を最大限に発揮させることが

求められます。 

そのため、この取組では、多様なステークホルダーによるみどり空

間の活用・運営、公園への新たなステークホルダーの参画促進によ

り、地域の課題解決やエリアの価値向上を図ることを目的とします。 

何を行うのか（内容） What 

●エリアの特性などを踏まえた活用・運営手法の検討・試行 

関係するステークホルダーやエリアの特性などは、それぞれのみどり空間によって異なること

から、地域の課題解決やエリアの価値向上を見据えた活用・運営を図るためには、それぞれのみ

どり空間ごとに適切な手法を定める必要があります。 

そのため、まずはいくつかの都市公園をモデルケースとして、エリアの特性などを踏まえた手

法についてそれぞれ検討・試行し、事業の実現や他のみどり空間への展開につなげていきます。 

〈地域への貢献に焦点を当てた官民連携（ローカル PFI）〉 

ローカル PFI【出典 48】とは、官民連携の推進を通じ、地域経

済・社会により多くのメリットをもたらすことを志向するコ

ンセプトのことです。地域企業の参画や地域産材の活用、地

域人材の育成などを推進することが主な特長であり、地域課

題の解決をはじめとした様々な効果が期待されます。 

都市公園をはじめとしたみどり空間においても、地域企

業が主体となった官民連携事業や、施設収益の一部をエリ

アマネジメント活動に充当する取組など、ローカル PFI の

視点を取り入れた官民連携が推進されています。 

みどりのコラム 

■ローカル PFIによる効果の 
イメージ【出典 60】 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

ステークホルダーによる 

みどり空間の活用・運営件数 前期の結果を踏まえ検討・設定 

（周辺への波及効果を評価する 

指標を想定） 
基準値 目標値 

－ ２件 

 

審議会で中間振り返り 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組では、行政が中心となって、エリアの特性を踏まえた適切な活用・運営の手法検討を

進めます。その過程で、調査検討や試行実施の段階から多様なステークホルダーが参画すること

で、それぞれのエリアに適した事業展開になることが期待されます。将来的には、ステークホル

ダーによるみどり空間の活用・運営が自走化され、波及効果が持続的に発揮されることをめざし

ます。 

〈行政〉 

・エリアの特性などを踏まえた活用・運営手法の検討・試行 など 

〈民間の企業・法人〉 

・エリアの価値向上などを見据えたみどり空間の活用・運営 など 

〈市民等〉 

・地域の課題解決などを見据えた多様なステークホルダーによる 

 みどり空間の活用・運営 など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

計画前期（2026～2030（令和８～12）年）には、いくつかの都市公園をモデルケースと

して、適切な手法の検討・実施を進めていきます。その際、ステークホルダーと連携した試行的

な活用・運営の取組も必要に応じて実施します。後期（2031～2035（令和 13～17）年）に

は、他のみどり空間への展開についてさらに検討するとともに、事業化に至った既存の取組のモ

ニタリングやブラッシュアップを図っていきます。 

前期の LP 指標としては、地域・エリアのステークホルダーや新たなステークホルダーによる

みどり空間の活用・運営件数を設定し、概ね２年に１回、計２件の実績調査の実施をめざします。

前期の LP 指標としては、地域・エリアのステークホルダーや新たなステークホルダーによるみ

どり空間の活用・運営件数を設定し、概ね２年に１回、計２件の実施をめざします。 

後期の LP 指標としては、周辺への波及効果を評価する指標を設定することが想定されます

が、2030（令和 12）年の中間振り返りのタイミングで、前期の取組の進捗も踏まえ、改めて

 
適切な手法の検討・ 

試行 

 他のみどり空間への展開検討 

 既存事業のモニタリング・ブラッシュアップ 
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【⑵－Ｄ】 みどりのまちづくりに参画・支援する取組の展開 

■パーク・コネクトのイメージ 

みどりへの関心が 
具体的なアクション 

につながる 

■パーク・コネクトでのマッチング実績例 

プレーヤー登録者 

ハープで歌おう 

作って遊ぼう道場 

音響設備の貸与 

工作材料の端材提供 

なぜ取り組むのか（背景・目的） Why 

みどりの満足度向上に向けた好循環を生み出すためには、みどりへの興味・関心を持った人々

が、それぞれができる方法・範囲でみどりのまちづくりに参画することが重要です。参画の形と

しては、ボランティアによる緑化等の直接的な活動が一般的ですが、みどりのまちづくりを推進

する主体やその取組を支援するという間接的な関わり方もあります。 

そのため、この取組では、どのような支援を行うことができるのか検討し、その仕組みの構築

を通して、多様な主体による参画・支援の輪を拡大させていくことを目的とします。 

何を行うのか（内容） What 

●公園活用を支援する仕組みの検討・構築 

本市では、みどりのまちづくりへの参画の一つとして、パークファンなどによる公園活用の促

進を進めていますが、その継続性を高めるために、大都市・大阪ならではの多様なリソース（人

材・技術など）をいかに公園活用へと結びつけられるかが大きな課題となっています。 

その課題を解決するための一つの手法として本市では、公園活用プレーヤーとそれを支援する

サポーターのマッチングを図る「パーク・コネクト」という取組を試行的に実施しています。こ

うした公園活用の支援については、パーク・コネクトの検証も踏まえた検討を進め、効果的な仕

組みの構築をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●みどりのまちづくりに対する寄付の充実 

みどりへの興味・関心を持っている方々の中には、日常生活における時間的な制約などを理由

に、みどりのまちづくりへの参画にハードルを感じている方も一定数存在すると想定していま

す。こうした方々にもみどりのまちづくりに参画していただける手法として、寄付による取組が

あります。 

本市では、1990（平成２）年度から「大阪市花と緑のまちづくり推進基金」を設置し、いた

だいた寄付金を公共空間の緑化や保存樹・保存樹林に対する補助、緑化の普及啓発などに活用し

ていますが、寄付金の受付時に使途を限定にすることや、民間の企業・法人からの寄付の促進な

ど、制度の充実や情報発信を推進し、みどりのまちづくりに参画する入口を広げていきます。 
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 前期 後期 

ロードマップ 

  

LP指標 

みどりのまちづくりに対する寄付件数 

前期の結果を踏まえ検討・設定 

（寄付件数のさらなる増加を想定） 基準値 目標値 

24 件/年※ 30 件/年 

※ 2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度における「大阪市花と緑のまちづくり推進基金」への平均寄付件数 

審議会で中間振り返り 

誰がどのように関わるのか（主体・関わり方） Who・How 

この取組では、行政が主体となり、公園活用を支援する仕組みの検討・構築や、寄付制度の充

実などを進めていきます。民間の企業・法人や市民の方々は、公園活用の取組に対する支援や、

寄付による参画などといった関わり方により、持続的なみどりのまちづくりに向けた参画・支援

の輪を広げることができます。 

〈行政〉 

・公園活用を支援する仕組みの検討・構築 

 ・みどりのまちづくりに対する寄付制度の充実 など 

〈民間の企業・法人〉 

・公園活用サポーターとしての参画 

・寄付による参画 など 

〈市民等〉 

・公園活用プログラムの運営補助 

・寄付による参画 など 

いつ行うのか（ロードマップ・LP指標） When 

計画前期（2026～2030（令和８～12）年）に、パーク・コネクトの検証などを通して、公

園活用を支援する仕組みの検討を進め、後期（2031～2035（令和 13～17）年）での仕組み

の構築をめざしていきます。なお、この検討は「多様な主体によるみどり空間の幅広い活用」

（112～113 ページ）と併せて行います。また、寄付については、前期に制度の充実を図った

上で、後期に積極的な周知・募集を進めていきます。 

前期の LP 指標としては、みどりのまちづくりに対する参画が促進されたかを確認する一つの

指標として、みどりのまちづくりに対する寄付件数を設定します。 

後期の LP 指標としては、寄付件数のさらなる増加について設定することが想定されますが、

2030（令和 12）年の中間振り返りのタイミングで、前期の取組の進捗も踏まえ、改めて設定

します。 

 公園活用を支援する仕組みの構築 

 寄付制度の充実 

 公園活用支援の検討 

 寄付の積極的な周知・募集 
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第６章 みどりのまちづくりの推進 

１. 推進体制 

みどりのまちづくりの推進にあたっては、一人ひとりがみどりのまちづくりに関わるアクションを実

践し、誰もがみどりのまちづくりの主役として活躍できることが重要です。そのため、産・官・学・民

の多様な主体が参画する推進体制の構築を進めていきます。 

 

（1） 行政におけるみどりのまちづくりの推進体制 

国、大阪府との連携や広域的な視点でのみどりのまちづくりについては、関係各局が主体となって推

進します。また、市民に身近なみどりのまちづくりについては、各区・各地域の視点でそれぞれの実情

に即して進めることを基本として、各区役所が主体となり取組を推進します。 

さらに、実効性のあるみどりのまちづくりの推進に向けて「大阪市みどりのまちづくり条例」に基づ

いて設置した「みどりのまちづくり審議会」を必要に応じて、継続的に開催し、緑の基本計画に基づく

取組の進捗状況や、今後の大阪市のみどりのまちづくりの方向性など、みどりのまちづくりに関する重

要事項に関する調査・審議を継続的に実施していきます。 

 

（2） 産・官・学・民によるみどりのまちづくりの推進体制 

みどりのまちづくりの推進にあたっては、市民、民間の企業・法人、学識者、行政の多様な主体がそ

れぞれの役割を担い、各々の強みを活かしつつ、相互に連携・支援していきます。  

■産・官・学・民による推進体制 

役割・参画方法 
●市民参加の推進、支援策の検討と実施 
●市民・事業者の緑化活動への女性、

各種協定の締結 
●都市公園などの整備や公共空間の緑

化推進 
●みどりのまちづくりの普及・啓発 
●都市の緑化にかかわる規制・誘導 

役割・参画方法 
●敷地内緑化の推進 

●事業者が主体的にみどりのま
ちづくりの取組を検討・実施 

●地域のみどりのまちづくり活
動への参加 

●都市緑化技術等の提供 

役割・参画方法 
●敷地内緑化の推進 

●地域が主体的にみどりのまち
づくりの取組を検討・実施 

●地域のみどりのまちづくり活
動への参加 

●地域活動団体の設立・参加 

〈市民等〉 

〈民間の 

企業・法人〉 

役割・参画方法 
●みどりのまちづくりにかかわる調

査・研究 

●みどりのまちづくり活動への技術
的支援、助言 

●審議会等を通じたみどりのまちづ
くりに関する調査・審議 

みどりのまちづくり 

推進に向けた 

産・官・学・民の 

協働 

〈学識〉 

〈行政〉 
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計画に基づく 
取組の推進 

計画に基づく 
取組の推進 

次
期
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
推
進 

２. 計画の点検と見直し 

（1） 計画の進捗管理 

本計画がめざす「基本理念」や「みどりの将来像」の実現に向け、みどりのまちづくり指標を進捗管

理の一つのツールとして活用し、計画（Plan）、実行（Do）、点検・評価（Check）、改善（Action）の

PDCA サイクルに基づいた計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 進捗状況の確認と計画の見直し 

本計画では、「成果指標」「達成指標」「共有指標」「LP 指標」を設定し、基本方針に掲げる「育む」「活

かす」「つながる」の各取組の進捗状況を確認します。 

なお、LP 指標については、まずは試行的に運用し、計画に基づく取組の進捗状況や、関連技術の熟

度の向上なども考慮し、将来的には達成指標へ引き上げることも見据えながら進捗管理を行います。 

これらの指標の達成状況や施策の進捗状況については、中間年度にあたる 2030（令和 12）年度末

に中間評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行うなど、実効性のある計画の運用を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

改善（Action） 
●点検結果・評価を踏まえ
た施策・計画の見直し 

計画（Plan） 
●緑の基本計画の策定 
・現況把握 
・課題把握 
・施策の策定 

点検・評価（Check） 
●施策、事業の進捗状況の
定期的点検 

●目標・実績数値の検証 
●指標の検証 

実行（Do） 
●施策の推進 
●事業の実施 

LP指標 

成果指標 

達成指標 

共有指標 

成果指標 

達成指標 

共有指標 

2030年 

【中間年次】 

〈中間評価〉 

指標の達成状況 

取組の進捗状況 

↓ 

《計画の見直し》 

取組内容、指標

等の見直し 

（必要に応じて） 

2035年 

【目標年次】 

〈確認〉 

目標達成状況 

取組の進捗状況 

↓ 

《計画の改定》 

■PDCAサイクルによる進行管理 

■各種指標による進捗管理と計画の見直し 

 
達成指標への 

引き上げも検討 

2026年 

【開始年次】 

《計画改定》 
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種類 項目 基準値 目標値 

成果指標 

身近なみどりの満足度 37.1％ 50％ 

みどりが増えたと感じる人の割合 24.3％ 33％ 

身近な公園の利用頻度 38.0％ 45％ 

達成指標 
緑被率 10.7％ 現状以上 

都市公園の市民一人あたり面積 3.5 ㎡/人 3.7 ㎡/人 

共有指標 

緑視率 

うめきた１期 39％ － 

大阪駅前（北） 19％ － 

淀屋橋 20％ － 

大阪城公園駅前 21％ － 

御堂筋① 35％ － 

御堂筋② 47％ － 

難波駅前 11％ － 

阿倍野歩道橋  1％ － 

うめきた２期 〇％ － 

大阪駅前（南） 〇％ － 

新大阪駅前 〇％ － 

大阪城東部 〇％ － 

夢洲 〇％ － 

地域に身近な 

都市公園の 

利用状況 

推計平均利用者数（総数） 
地区公園：約 8,400 人 

近隣公園：約 10,500 人 
－ 

推計平均利用者数 

（１公園あたり） 

地区公園：約 310 人 

近隣公園：約 140 人 
－ 

推計平均滞在時間 
地区公園：約 20 分 

近隣公園：約 20 分 
－ 

LP 指標 

対象の路線・都市公園における緑視率 今後調査 今後設定 

①：表彰や認定を受けた優良緑地の実績 

②：民有地緑化に対する補助制度の活用実績 

①：45 件 

②：２件 

①：60 件 

②：５件 

パークファンによる公園活用の全 24 区展開 16 区 24 区 

ポータルサイトへのアクセス数 約３万回/年 約７万回/年 

街路樹・公園樹における樹木樹林率 ２.５% 現状以上 

対象の公園における利用者数・滞在時間 今後調査 今後設定 

ステークホルダーによるみどり空間の活用・

運営件数 
－ ２件 

みどりのまちづくりに対する寄付件数 24 件/年 30 件/年 

■みどりのまちづくり指標 基準値・目標値の一覧
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用語集 

用語 説明 参考文献・出典 

数字・アルファベット   

30by30 目標 

 

2030 年までに、陸と海の 30％以上を健全な生態系

として効果的に保全しようとする目標。2022 年 12

月に生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）で

採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に

掲げた 2030 年グローバルターゲットのうちの一つ。 

環境省ホームページ 

DX（デジタル・トランス

フォーメーション） 

 

一般的には、「新たな価値を創造することを目的に、デ

ジタル技術の駆使によって既存の枠組みを変化させ

る」こと。 

大阪市では、“MISSION （大阪市の使命）”の項にお

いて、「データやデジタル技術の活用を前提に、サービ

スの利用者の目線で、大阪市のまちや地域のあり方、サ

ービスや行政のあり方を再デザインし、社会環境の変

化にも的確に対応していくことにより、大阪市で生活、

経済活動を行う多様な人々がそれぞれの幸せ（Well- 

being）を実感できる都市へと成長・発展させること」

と定義している。 

大阪市デジタル統括室

（2023）「Re-Design 

おおさか ～大阪市 DX

戦略～」 

ICT 技術 

 

Information and Communication Technology の

略。情報や通信に関する技術の総称。 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/white

paper/ja/h30/html/nd121110.html 

総務省（2018）「平成

30年版 情報通信白書」 

i-Tree 

 

米国フォレストサービスが開発し無償で提供する、樹

木による生態系サービスの定量的評価を行うためのコ

ンピュータプログラム群の総称。 

 

平林聡（2019）「緑の価

値の客観的評価と波及

効果―欧米諸国におけ

る i-Tree の実例を踏

まえて―」；『日緑工誌』

44 巻３号 

PDCA サイクル 

 

施策･事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、

評価（Check）、改善（Action)を一貫した流れのもの

として捉え、それらを循環させることで、以降の施策･

事業の改善に結びつける手法。 

前計画 

SDGs 

 

持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals）の略。17 の目標と 169 のターゲットからな

る。2015 年に「国連持続可能な開発サミット」にお

いて採択された「我々の世界を改革する：持続可能な開

発のための 2023 アジェンダ」で掲げられた。 

大阪市環境局（2025）

「大阪市環境基本計画

（改定計画）」 

 

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/
https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/cmsfiles/contents/0000595/595495/dxsennryaku.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/cmsfiles/contents/0000595/595495/dxsennryaku.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/cmsfiles/contents/0000595/595495/dxsennryaku.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/index.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/index.html
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a9f27267a747a3545a4c95b2f5c43dd974512cad39e5c021fd92f00d23987661JmltdHM9MTc0NDA3MDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=393fabee-e2df-6c1f-072e-be2fe3a06d1c&psq=i-tree%e3%81%a8%e3%81%af&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuanN0YWdlLmpzdC5nby5qcC9hcnRpY2xlL2pqc3J0LzQ0LzMvNDRfNDYwL19wZGY&ntb=
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a9f27267a747a3545a4c95b2f5c43dd974512cad39e5c021fd92f00d23987661JmltdHM9MTc0NDA3MDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=393fabee-e2df-6c1f-072e-be2fe3a06d1c&psq=i-tree%e3%81%a8%e3%81%af&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuanN0YWdlLmpzdC5nby5qcC9hcnRpY2xlL2pqc3J0LzQ0LzMvNDRfNDYwL19wZGY&ntb=
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a9f27267a747a3545a4c95b2f5c43dd974512cad39e5c021fd92f00d23987661JmltdHM9MTc0NDA3MDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=393fabee-e2df-6c1f-072e-be2fe3a06d1c&psq=i-tree%e3%81%a8%e3%81%af&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuanN0YWdlLmpzdC5nby5qcC9hcnRpY2xlL2pqc3J0LzQ0LzMvNDRfNDYwL19wZGY&ntb=
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a9f27267a747a3545a4c95b2f5c43dd974512cad39e5c021fd92f00d23987661JmltdHM9MTc0NDA3MDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=393fabee-e2df-6c1f-072e-be2fe3a06d1c&psq=i-tree%e3%81%a8%e3%81%af&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuanN0YWdlLmpzdC5nby5qcC9hcnRpY2xlL2pqc3J0LzQ0LzMvNDRfNDYwL19wZGY&ntb=
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a9f27267a747a3545a4c95b2f5c43dd974512cad39e5c021fd92f00d23987661JmltdHM9MTc0NDA3MDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=393fabee-e2df-6c1f-072e-be2fe3a06d1c&psq=i-tree%e3%81%a8%e3%81%af&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuanN0YWdlLmpzdC5nby5qcC9hcnRpY2xlL2pqc3J0LzQ0LzMvNDRfNDYwL19wZGY&ntb=
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000487/487493/honpen_2.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000487/487493/honpen_2.pdf
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SNS 

 

Social Networking Service（ソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス）の略。登録した利用者だけが参加

できるインターネットの Web サイトのこと。 

総務省ホームページ 

Society5.0 

 

我が国が目指すべき未来社会の姿であり、狩猟社会

（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会

（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く新た

な社会。第 5 期科学技術基本計画（平成 28 年 1 月 22

日閣議決定）において、「サイバー空間とフィジカル空

間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社

会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として

Society 5.0 が初めて提唱された。 

内閣府ホームページ 

Well-being 

 

個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社

会的に良好な状態にあることを意味する概念。 

雇 用 政 策 研 究 会

（2019）「雇用政策研

究会報告書」 

あ行   

イノベーション 

 

科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その

他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これ

を普及することにより、経済社会の大きな変化のこと。

（科学技術・イノベーション基本法） 

科学技術・イノベーショ

ン基本法 

エリアマネジメント 

 

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上さ

せるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取

組。 

国土交通省（2008）「エ

リアマネジメント推進

マニュアル」 

オープンデータ 

 

誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編

集、再配布等）できるよう公開されたデータ。 

総務省ホームページ 

か行   

カーボンニュートラル 

 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」か

ら、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、

合計を実質的にゼロにすること。 

環境省ホームページ 

グリーンインフラ 

 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面にお

いて、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能

で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組のこ

と。 

グリーンインフラ推進

戦略 2023 

健康寿命 

 

集団の健康状態を表す健康指標の一つ。従来は平均寿

命が広く用いられてきたが、生きている状態（QOL：

生活の質）を勘案することが重要であるとの認識が高

まり、死亡データだけでなく生きている状態のデータ

を組み合わせた「健康統合指標」として健康寿命が着目

されるようになった。 

厚生労働省ホームペー

ジ 

 

  

https://www.soumu.go.jp/hakusho-kids/life/ability/communication/communication_01.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001389999.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001389999.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000130
https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000130
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000068.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000068.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000068.html
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/information/hale-summaries/h-01.html
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/information/hale-summaries/h-01.html
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国土強靭化 

 

地震や津波、台風などの自然災害に強い国づくり・地域

づくりを行い、大災害が発生しても人命保護・被害の最

小化・経済社会の維持・迅速な復旧復興ができるよう目

指す取組のこと。国土強靱化の対象範囲は幅広く、行政

だけでなく企業・地域・個人での取組や、ハード面だけ

でなくソフト面の取組も国土強靱化に含まれる。 

内閣官房（2024）「国土

強靱化についてのご紹

介－国土強靱化とは何

かー」 

さ行   

サードプレイス 

 

家庭（第 1 の場）でも職場（第 2 の場）でもない第 3

のインフォーマルな公共生活の場、すなわちとびきり

居心地よい場所を意味する。 

片岡亜紀子・石山恒貴

（2016）「地域コミュ

ニティにおけるサード

プ レ イ ス の 役 割 と 効

果」；『地域イノベーショ

ン』第９号 

シビックプライド 

 

市民が都市（まち）や地域に対して持つ「誇り」や「愛

着」を表現する言葉であり、まちをより良い場所にする

ために関わっているという意識を伴う、ある種の当事

者意識に基づく自負心のこと。 

CIVIC PRIDE ポータル

サイト 

社会的包摂性 

 

問題が複合的に重なり合い、社会の諸活動への参加が

阻まれ社会の周縁部に押しやられている状態あるいは

その動態を社会的排除（Social Exclusion）と規定し、

これに対応して、社会参加を促し、保障する諸政策を貫

く理念のこと。 

「一人ひとりを包摂す

る 社 会 」 特 命 チ ー ム

（2011）「社会的包摂

政策を進めるための基

本的考え方」 

循環型経済 

 

資源の投入量・消費量を抑えつつ、製品等をリユース・

リペア・メンテナンスなどにより長く利用し、循環資源

をリサイクルする３Ｒの取組を進め、再生可能な資源

の利用を促進し、ストックを有効活用しながら、サービ

ス化等を通じて資源・製品の価値を回復、維持又は付加

することによる価値の最大化をめざす経済のこと。 

環境省（2024）「循環型

社会形成推進基本計画」 

人生 100 年時代 

 

健康寿命が高齢化し、個人が平均的に 100 歳前後まで

生存することが可能になった時代のこと。 

リ ン ダ ・ グ ラ ッ ト ン

（著）・アンドリュー・

スコット（著）・池村千

秋 （翻訳）（2016）「Ｌ

ＩＦＥ ＳＨＩＦＴ（ラ

イフ・シフト）―１００

年時代の人生戦略」 

ステークホルダー プロジェクトの遂行において、直接的または間接的に

影響を与える利害関係者のこと。 

朝日新聞デジタルホー

ムページ 

 

  

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/exhibiton_poster_r0609.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/exhibiton_poster_r0609.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/exhibiton_poster_r0609.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/exhibiton_poster_r0609.pdf
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8249b9a1f8d40a4aa61bb1256d766c15f8b2b707bf864120866fe7a9cd5b3777JmltdHM9MTc0NDI0MzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0a71197f-03b3-621f-3040-0ba902046349&psq=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9+%e5%9b%bd&u=a1aHR0cHM6Ly9odXJpbi53cy5ob3NlaS5hYy5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMS92b2wwOV8wNy5wZGY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8249b9a1f8d40a4aa61bb1256d766c15f8b2b707bf864120866fe7a9cd5b3777JmltdHM9MTc0NDI0MzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0a71197f-03b3-621f-3040-0ba902046349&psq=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9+%e5%9b%bd&u=a1aHR0cHM6Ly9odXJpbi53cy5ob3NlaS5hYy5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMS92b2wwOV8wNy5wZGY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8249b9a1f8d40a4aa61bb1256d766c15f8b2b707bf864120866fe7a9cd5b3777JmltdHM9MTc0NDI0MzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0a71197f-03b3-621f-3040-0ba902046349&psq=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9+%e5%9b%bd&u=a1aHR0cHM6Ly9odXJpbi53cy5ob3NlaS5hYy5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMS92b2wwOV8wNy5wZGY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8249b9a1f8d40a4aa61bb1256d766c15f8b2b707bf864120866fe7a9cd5b3777JmltdHM9MTc0NDI0MzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0a71197f-03b3-621f-3040-0ba902046349&psq=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9+%e5%9b%bd&u=a1aHR0cHM6Ly9odXJpbi53cy5ob3NlaS5hYy5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMS92b2wwOV8wNy5wZGY&ntb=1
https://civic-pride.com/what/
https://civic-pride.com/what/
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ngpw-att/2r9852000001ngxn.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ngpw-att/2r9852000001ngxn.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ngpw-att/2r9852000001ngxn.pdf
https://www.env.go.jp/content/000242999.pdf
https://www.env.go.jp/content/000242999.pdf
https://www.asahi.com/sdgs/article/15133770?msockid=0a71197f03b3621f30400ba902046349
https://www.asahi.com/sdgs/article/15133770?msockid=0a71197f03b3621f30400ba902046349
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生態系ネットワーク 

 

生態系の拠点の適切な配置やつながりのこと。その形

成にあたっては核となる地域（コアエリア）及び、その

地域の外部との相互影響を軽減するための緩衝地域

（バッファーゾーン）を適切に配置、保全するととも

に、生物の分散・移動を可能として個体群の交流を促進

し、種や遺伝的な多様性を保全するため、これらの生物

の生息・生育地をつなげる生態的な回廊（コリドー）を

確保することを基本とする。 

全国エコロジカル・ネッ

トワーク構想検討委員

会（2009）「全国エコロ

ジカル・ネットワーク構

想（案）」 

生物多様性 

 

生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。生物多

様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の

多様性という 3 つのレベルで多様性があるとしてい

る。平成 20 年に制定された生物多様性基本法は、生

物多様性の保全と持続可能な利用を総合的・計画的に

推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵み

を将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現

することを目的としている。 

前計画 

総合設計制度 

 

500 ㎡以上の敷地で敷地内に一定割合以上の空地を有

する建築物について、計画を総合的に判断して、敷地内

に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地（公開

空地）を設けるなどにより、市街地の環境の整備改善に

資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により、

容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和する制度。 

国土交通省ホームペー

ジ 

ソーシャルキャピタル 

 

人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効

率性を高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワ

ーク」といった社会組織の特徴のこと。 

厚生労働省ホームペー

ジ 

た行   

脱炭素社会 カーボンニュートラル（128 ページ参照）を実現した

社会のこと。 

首相官邸ホームページ 

都市格 

 

多くの住民が誇りを持ち、他所の人々が尊敬するよう

な地域固有の文化（歴史、伝統、道徳、生活様式等）

が豊かに継承・育成されている地域社会のすがた（地

域の文化の豊かさ）。また、地域固有の文化資本を生

かし、人々を惹きつける独自の魅力や価値を創出し、

地域内外に向けて積極的に発信している地域経営のあ

り方（地域価値の発信力）。 

国土交通省（2008）「村

格・都市格の形成（郷土

への誇りを育てるまち

づくり）に向けた推進方

策調査 報告書（集成

版）」 

 

  

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/econet/21-1/index.html
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/econet/21-1/index.html
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/econet/21-1/index.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/seido/kisei/59-2sogo.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/seido/kisei/59-2sogo.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011w0l-att/2r98520000011w95.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011w0l-att/2r98520000011w95.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html
https://www.mlit.go.jp/common/000022925.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000022925.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000022925.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000022925.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000022925.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000022925.pdf
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都市経営 

 

経営という視点を行政の運営やまちづくりに適用しよ

うとする考え方。 

今 津 海 ・ 大 西 春 樹

（2022）「『都市経営

論」の学問的意義に関す

る基礎的研究 ―『都市

経営論』発展の背景とそ

の特性について―」；『都

市計画報告集』第 20 巻

４号 

都市公園 

 

・都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が

設置するもの。 

・地方公共団体が都市計画区域内において設置する公

園又は緑地。 

・国が設置するもので、一の都府県の区域を超えるよう

な広域の見地から設置する都市計画施設である公園

または緑地。 

・国が設置するもので、国家的な記念事業として、又は

我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用をは

かるため閣議の決定を経て設置する都市計画施設で

ある公園または緑地。 

前計画 

な行   

ネイチャーポジティブ 

 

必要な実施手段を提供しつつ、生物多様性を保全する

とともに持続可能な形で利用すること、そして遺伝資

源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を確保

することにより、人々と地球のために自然を回復軌道

に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるこ

と。2022 年 12 月に新たな生物多様性に関する世界

目標として採択された「昆明・モントリオール生物多様

性枠組」で 2030 年ミッションとして掲げられた。 

環境省（2024）「循環型

社会形成推進基本計画」 

は行   

バイオフィリックデザ

イン 

 

「人間には“自然とつながりたい”という本能的欲求が

ある」というバイオフィリア(biophilia)の概念を反映し

た空間デザインの手法のことをいう。この概念をオフ

ィスなどに空間デザインとして反映することにより、

「幸福度の向上」、「生産性の向上」、「創造性の向上」が

期待できるとされている。 

国土交通省ホームペー

ジ 

ヒートアイランド現象 

 

都市部の気温が郊外と比較して高くなる現象。都市部で

のエネルギー消費に伴う排熱の増加や緑地の減少、高層

ビルなどによる通風の阻害、道路がアスファルトやコン

クリートで固められていることなどから、地表面からの

水分蒸発が少なくなることなどによって起きる。 

大阪市環境局（2025）

「大阪市環境基本計画

（改定計画）」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/reportscpij/20/4/20_375/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/reportscpij/20/4/20_375/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/reportscpij/20/4/20_375/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/reportscpij/20/4/20_375/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/reportscpij/20/4/20_375/_pdf/-char/ja
https://www.env.go.jp/content/000242999.pdf
https://www.env.go.jp/content/000242999.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001286039.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001286039.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000487/487493/honpen_2.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000487/487493/honpen_2.pdf
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ま行   

民間活力 

 

公共事業を行う際に、民間がもつノウハウを活用する

ことによって、質の高い公共サービスを効率的に提供

する手法。 

https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/ki

so/kiso03_01.html （3 月 31 日参照） 

内閣府ホームページ 

ら行   

ライフステージ 

 

年齢に伴い変化する生活段階。 厚生労働省（2024）「令

和６年度版厚生労働白

書」 

流域治水 

 

河川管理者が主体となって行う治水対策に加え、氾濫

域も含めて一つの流域として捉え、その河川流域全体

のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減さ

せる治水対策のこと。 

国土交通省ホームペー

ジ 

レジリエントな都市 

 

持続可能な成長、幸福度、包括的成長を確保するため

に、ショックを吸収し、新しい情況に適応し、自身を変

革し、将来のショックやストレスに備える能力を持つ

都市である。（国交省より） 

OECD（2016）「レジ

リエントな都市 OECD

報告書(暫定版)の概要」 

https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/kiso/kiso03_01.html
https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/kiso/kiso03_01.html
https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/kiso/kiso03_01.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23/dl/zentai.pdf
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23/dl/zentai.pdf
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23/dl/zentai.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html
https://www.mlit.go.jp/common/001136417.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001136417.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001136417.pdf
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